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企画等専門調査会座長  本間 正充 

 

 

企画等専門調査会における審議結果について 

 

 下記の事項について、当専門調査会において審議を行った結果は別添のと

おりですので報告します。 

 

記 

 

令和５年度食品安全委員会運営状況報告書について 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

資料２ 
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令和５年度の運営状況 令和５年度食品安全委員会運営計画 

（令和５年３月２８日食品安全委員会決定） 

第１ 令和５年度における委員会の事業運営方針 

食品安全委員会（以下「委員会」という。）は、令和５年度食品安全委員会運営計画（令和５年３月 28日食品安全委員

会決定）に基づき、食品安全基本法（平成 15 年法律第 48 号）第 23 条第１項に規定する所掌事務の円滑かつ着実な実施

に取り組んだ。 

 

第１ 令和５年度における委員会の事業運営方針 

食品安全委員会（以下「委員会」という。）は、引

き続き、食品安全基本法（平成１５年法律第４８号）

に定める基本理念及び施策の策定に係る基本的な方針

並びに「食品安全基本法第２１条第１項に規定する基

本的事項」（平成２４年６月２９日閣議決定）に基づ

き、国民の健康の保護を最優先に、委員会の所掌事務

を円滑かつ着実に実施するとともに、委員会の業務改

善を進めていく。 

第２ 委員会の運営全般 

➡参考資料２―２（ｐ２～５）参照 

 

（１） 委員会会合の開催 

令和５年度は、41 回の委員会会合を、原則として毎週火曜日 14 時から公開で開催した。委員会の運営については、以

下の見直し等を行った。 

① 新型コロナウイルス感染症の５類感染症移行に伴い、令和５年５月より、委員会、専門調査会等への傍聴者の現地受

け入れを再開した。YouTube 配信については引き続き実施した。 

② ４月 25日の第 897回委員会会合において、「食品安全委員会運営規程」（平成 15年７月１日食品安全委員会決定）

及び「食品安全委員会専門調査会等運営規程」（平成 15 年７月９日食品安全委員会決定）を改正し、新型コロナウイ

ルス感染症の５類感染症移行後も、専門調査会等への出席は、Web 会議システムを利用した方法で行うことができるこ

とを明文化した。 

③ 10 月 10 日の第 916 回委員会会合において、「食品安全委員会が既に食品健康影響評価の結果を有している評価対象

について、食品安全基本法第２４条の規定に基づき意見を求められた場合の取扱いについて」（平成 21年 10月８日食

品安全委員会決定）について、評価書を改定せず評価結果を通知する場合を明文化する一部改正を行った。 

④ 令和６年 1 月 16日の第 925 回委員会会合において、「食品安全委員会における調査審議方法等について」（平成 15

年 10 月２日食品安全委員会決定）について、委員会における調査審議等のより一層の中立性・公正性の確保を図るた

め、特定企業との経済的利益関係に関する基準等についての一部改正を行った。 

 

なお、臨時会合の開催はなかった。 

 

第２ 委員会の運営全般 

 

 

（１）委員会会合の開催 

原則として、毎週１回、委員会の委員長が委員会に

諮って定める日に、公開で委員会会合を開催する。な

お、緊急・特段の案件については、臨時会合を開催し、

対応する。 

 

（２） 企画等専門調査会の開催 

令和５年６月１日の第 39 回会合において、令和４年度食品安全委員会運営状況報告書について審議を行い、了承され

た。また、令和５年度の「自ら評価」案件選定の進め方について審議を行い、案件の募集を進めることが了承された。 

11 月 17日の第 40回会合において、令和５年度食品安全委員会運営計画の実施状況の中間報告及び令和５年度の「自ら

（２）企画等専門調査会の開催 

本年度の企画等専門調査会については、別紙１のス

ケジュールで開催する。 
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評価」案件候補の選定について審議を行った。 

令和６年２月１日の第 41 回会合において、「自ら評価」案件候補の選定については審議の結果、提案された案件はい

ずれも「自ら評価」案件候補とはしない旨を委員会に報告することとなった。 

令和６年度食品安全委員会運営計画案について審議を行い、一部修正の上、了承された。さらに、令和５年度食品安全

委員会緊急時対応訓練の実施結果について事務局から報告を行うとともに、令和６年度食品安全委員会緊急時対応訓練計

画案についても審議を行い、了承された。 

 

 

（３）食品健康影響評価に関する専門調査会の開催 

令和５年度は、添加物専門調査会（５回）、農薬第一専門調査会（10回）、農薬第二専門調査会（６回）、農薬第三専

門調査会（５回）、農薬第四専門調査会（８回）、農薬第五専門調査会（６回）、動物用医薬品専門調査会（８回）、器

具・容器包装専門調査会（４回）、汚染物質等専門調査会（１回）、微生物・ウイルス専門調査会（３回）、プリオン専

門調査会（６回）、かび毒・自然毒等専門調査会（１回）、遺伝子組換え食品等専門調査会（12回）、新開発食品専門調

査会（２回）及び肥料・飼料等専門調査会（10回）をそれぞれ開催した。 

また、委員会の下に設置された栄養成分関連添加物ワーキンググループ（１回）、薬剤耐性菌に関するワーキンググル

ープ（７回）、評価技術企画ワーキンググループ（５回）及び有機フッ素化合物（PFAS）ワーキンググループ（６回）を

それぞれ開催した。 

このほか、委員会が既に食品健康影響評価の結果を有している評価対象については、「食品安全委員会が既に食品健康

影響評価の結果を有している評価対象について、食品安全基本法第 24 条の規定に基づき意見を求められた場合の取扱い

について」（平成 21 年 10 月８日食品安全委員会決定）に基づき、22 件について、専門調査会の調査審議を行うことな

く、食品健康影響評価を行った。 

 

① 令和５年度新たに設置したワーキンググループはなかった。９月 26 日の第 914 回委員会会合において、香料ワーキ

ンググループ及びぶどう酒の製造に用いる添加物に関するワーキンググループの廃止を決定した。 

 

②  ８月 10日の農薬第四専門調査会に遺伝子組換え食品等専門調査会の専門委員 1名を招いて調査審議を行った。 

２月１日の農薬第三専門調査会に農薬第一専門調査会の専門委員２名を招いて調査審議を行った。 

 

 

  ③ 合同で開催する案件はなかった。 

 

 

（３）食品健康影響評価に関する専門調査会の開催 

食品健康影響評価を的確に実施するため、専門調査

会を開催する。 

既存の専門調査会等での審議が困難な課題や複数

の専門調査会等に審議内容がまたがる課題について、

効率的な調査審議を実施するため、以下の取組を行う。 

① 委員会の下に専門調査会と同等の位置づけとする

ワーキンググループを設置 

② 専門調査会等に他の専門調査会等の専門委員を招

いて調査審議 

③ 関係する専門調査会等を合同で開催 

 

（４）委員会と専門調査会等の連携の確保 

専門調査会等における円滑な調査審議を図るため、「食品安全委員会委員の専門調査会及びワーキンググループの担当

について」（令和３年７月１日食品安全委員会決定）に基づき全ての専門調査会等に委員が出席し、情報提供を行うとと

もに、必要に応じて助言を行った。 

 

（４）委員会と専門調査会等の連携の確保 

専門調査会等における円滑な調査審議を図るため、

原則として全ての専門調査会等に委員会委員が出席

し、必要に応じて、情報提供を行うとともに、助言を

行う。 
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（５）リスク管理機関との連携の確保 

関係府省間の密接な連携の下、食品の安全性の確保に関する施策を総合的に推進するため、「食品の安全性の確保に関

する施策の実施に係る関係府省間の連携・政策調整の強化について」（平成 24年８月 31日関係府省申合せ）に基づき、

食品安全行政に関する関係府省連絡会議（令和５年 12月 20日開催）や、同会議幹事会（原則毎週金曜日に開催）等を通

じて、リスク管理機関との連携を確保した。 

 

 

（５）リスク管理機関との連携の確保 

食品の安全性の確保に関する施策の整合的な実施等

の観点から、関係府省連絡会議等を通じ、リスク管理機

関との連携を確保する。 

 

（６）委員会におけるＤＸの取組について 

食品健康影響評価書（毒性試験データ）のオープンデータ化に向けた調査を行い、食品健康影響評価書作成の効率化

と、評価書作成に伴い整理した毒性データを国際的な形式で提供可能とするデータベース化について検討を行った。 

食品健康影響評価技術研究において「デジタルトランスフォーメーション（DX）推進に関する研究」について、令和５

年度の二次公募課題として８月３日から８月 30 日までの期間で公募を行い、１課題を採択するとともに、令和６年度分

の優先実施課題として９月 12日から 10月 17日までの期間で公募を行い、１課題を採択した。 

令和６年度に食品の安全性の確保に関する海外の最新情報の収集・整理のデジタル技術を用いた自動化に向けた試行

を実施するため、具体的な実施方針の検討を行った。 

 

（６）委員会におけるＤＸの取組について 

食品健康影響評価書及び委員会が保有する毒性評

価結果等について、知的財産上の配慮を講じつつ、オ

ープンデータ化の構築に向けた調査・検討を行う。ま

た、リスク評価業務の効率化や評価技術の高度化を図

るため、データベースやＡＩ等デジタル技術の活用可

能性について検討を進める。 

 

（７）事務局体制の整備 

汚泥資源の肥料としての活用、牛のげっぷや家畜排せつ物由来の温室効果ガスの発生を抑制する新たな飼料添加物等の

実用化等の新興課題に対応する評価体制の強化を図るための定員を確保した。 

 

（７）事務局体制の整備 

評価体制等の充実を図るため、必要な予算及び機

構・定員を確保する。 

第３ 食品健康影響評価の実施 

１ リスク管理機関から食品健康影響評価を要請された案件の着実な実施 

➡参考資料２－２（ｐ６）参照 

 

 

（１）リスク管理機関から食品健康影響評価を要請された案件について 

リスク管理機関から食品健康影響評価を要請された案件については、リスク管理機関との間で事前及び事後の連携を

密にし、リスク管理機関から必要な資料が的確に提出されるよう徹底するとともに、提出された資料の精査・検討はも

とより、国民からの意見・情報の募集等を十分に行い、科学的知見に基づく客観的かつ中立公正な食品健康影響評価を

着実に実施した。 

令和５年度は、添加物、農薬、動物用医薬品、遺伝子組換え食品等を始めとする 85 件について食品健康影響評価の

要請があり、前年度までに要請のあったものを含めて、93件について評価結果を通知した。以下は、その概要である。 

①  添加物 

    厚生労働省から４件について食品健康影響評価の要請があり、前年度までに要請のあったものを含めて、厚生労働

省に６件の評価結果を通知した。 

 

第３ 食品健康影響評価の実施 

１ リスク管理機関から食品健康影響評価を要請された案

件の着実な実施 

 最新の科学的知見に基づき、客観的かつ中立公正なリ

スク評価を推進する。 

（１）リスク管理機関から食品健康影響評価を要請された

案件について 

評価要請の内容に鑑み、食品健康影響評価に必要な

追加情報を求めた場合その他特段の事由がある場合を

除き、早期に食品健康影響評価が終了するよう、計画

的・効率的な調査審議を行う。 

特に、令和４年１０月に評価要請が開始された農薬

の再評価について、評価指針等に基づき、各種試験デ

ータや公表文献等を用いて、最新の科学的水準に立っ

た評価を進める。 
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②  農薬 

厚生労働省又は農林水産省から計 38 件について食品健康影響評価の要請があり、前年度までに要請のあったもの

を含めて、両省に計 39件の評価結果を通知した。 

 

③  動物用医薬品 

厚生労働省又は農林水産省から計９件について食品健康影響評価の要請があり、前年度までに要請のあったものを

含めて、両省に計 16件の評価結果を通知した。 

    

④  器具・容器包装 

厚生労働省から４件について食品健康影響評価の要請があり、厚生労働省に３件の評価結果を通知した。 

 

⑤  汚染物質等 

前年度までに要請のあったものについて厚生労働省に１件の評価結果を通知した。 

 

⑥  微生物・ウイルス 

厚生労働省から１件について食品健康影響評価の要請があり、厚生労働省に１件の評価結果を通知した。 

 

⑦  プリオン 

厚生労働省及び農林水産省から計２件について食品健康影響評価の要請があり、前年度までに要請のあったものを

含めて厚生労働省に２件の評価結果を通知した。 

 

⑧  かび毒・自然毒 

厚生労働省から１件について食品健康影響評価の要請があった。 

 

⑨  遺伝子組換え食品等 

    厚生労働省又は農林水産省から計 16 件について食品健康影響評価の要請があり、前年度までに要請のあったもの

を含めて、両省に計９件の評価結果を通知した。 

 

⑩  肥料・飼料等 

厚生労働省又は農林水産省から計８件について食品健康影響評価の要請があり、前年度までに要請のあったものを

含めて、両省に計 12件の評価結果を通知した。 

    

⑪  薬剤耐性菌 

農林水産省から２件について食品健康影響評価の要請があり、前年度までに要請のあったものを含めて、農林水産

省に４件の評価結果を通知した。 

 

なお、令和５年度における専門調査会別の食品健康影響評価の審議状況、食品健康影響評価を要請された案件等の処
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理状況については資料２－２（ｐ４）のとおりである。 

 

（２）企業からの申請に基づきリスク管理機関から要請を受けて行う食品健康影響評価について 

企業申請品目については、「企業申請品目に係る食品健康影響評価の標準処理期間について」（平成 21年７月 16日

食品安全委員会決定）において、標準処理期間（要請事項の説明を受けた日から、リスク管理機関に資料を要求してい

る期間を除き、結果を通知するまでの期間）を１年と設定しているが、令和５年度においては、前年度までに要請のあ

ったものを含めて、63件の評価結果をリスク管理機関に通知したところ、標準処理期間を超過したものはなかった。 

 

（３）いわゆるポジティブリスト対象品目の食品健康影響評価について 

実施手順に基づき、リスク管理の妥当性について評価するための考え方、海外評価書等を用いた評価書評価、in 

silico評価方法も活用しつつ調査審議を行い、厚生労働省に計３件の評価結果を通知した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）企業からの申請に基づきリスク管理機関から要請

を受けて行う食品健康影響評価について 

「企業申請品目に係る食品健康影響評価の標準

処理期間について」（平成２１年７月１６日食品安

全委員会決定）に基づき、標準処理期間（追加資料

の提出に要する期間を除き１年間）内に評価結果を

通知できるよう、計画的な調査審議を行う。 

 

（３）いわゆるポジティブリスト対象品目の食品健康影

響評価について 

「暫定基準が設定された農薬等の食品健康影響

評価の実施手順」（平成１８年６月２９日食品安全

委員会決定）に基づき、計画的な調査審議を行

う。 

２ 評価ガイドライン等の策定等 

➡参考資料２－２（ｐ７,８）参照 

〇 蓄積されてきた食品健康影響評価結果や国際的動向、新技術の動向等を踏まえ、遺伝子組換え食品等専門調査会にお

いて、「遺伝子組換え食品（種子植物）の安全性評価基準」（平成 16年１月 29日食品安全委員会決定）等の改正案を

とりまとめ、令和６年３月 26日の第 935回委員会会合に報告し、同年３月 27日から４月 25日まで意見・情報の募集

を実施した。また、遺伝子組換え食品等専門調査会において、改正後の食品健康影響評価指針を技術的に補完するため

の「技術的文書」について審議中である。 

〇 「食品健康影響評価におけるベンチマークドーズ法の活用に関する指針」（令和元年 10 月 29 日食品安全委員会決

定）について、ベイズ推定を活用したベンチマークドーズ法を使用する際の考え方を盛り込むための一部改正を、令和

５年９月 12日の第 912回委員会会合において決定し、公表した。 

さらに、疫学研究で得られた用量反応データにベンチマークドーズ法を適用する場合の手順や考え方を同指針に追

加する改正について、令和６年２月 27 日の第 931 回委員会会合において審議結果案を報告し、同年２月 28 日から３

月 28日まで意見・情報の募集を行った（令和６年４月９日の第 937回委員会会合において決定し、公表した。）。 

 

２ 評価ガイドライン等の策定等 

食品健康影響評価の内容について、案件ごとの整合性

を確保し、調査審議の透明性の確保及び円滑化に資する

ため、必要に応じ、評価ガイドライン（評価指針、評価

の考え方等）の策定及び改正を進める。 

本年度においては、遺伝子組換え食品等について、

「遺伝子組換え食品（種子植物）の安全性評価基準」

（平成１６年１月２９日食品安全委員会決定）等の改正

に向けた調査審議を引き続き行う。また、改正後の安全

性評価基準（「遺伝子組換え食品（種子植物）に関する

食品健康影響評価指針」等に名称変更予定。）に基づ

き、評価を行うための「技術的文書」（仮称）の検討を

進める。 

また、疫学研究で得られた用量反応データにベンチマ

ークドーズ法を適用する場合の手順や考え方の整理に向

け、引き続き検討を進める。 
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３「自ら評価」を行う案件の推進 

 ➡参考資料２－２（ｐ９,10）参照 

 

（１）「自ら評価」案件の選定 

○ 第 39回企画等専門調査会（６月１日）において「自ら評価」案件の選定方法、スケジュール等について決定し、７

月１日から１か月間にわたって一般公募を実施したほか、食品安全モニター、地方公共団体の食品安全担当職員及び

専門委員からも募集した結果、６件の提案を受けた（１応募で複数案件の提案があるため、案件としては７件）。 

○ 第 40回企画等専門調査会（11月 17日）及び第 41回企画等専門調査会（令和６年２月１日）における審議を経て、

第 928回委員会会合（２月６日）において審議した結果、今年度においては「自ら評価」案件として選定されたもの

はなかった。なお、スクラロース－６－アセテートについては、事務局において引き続き情報を収集することとなっ

た。 

３ 「自ら評価」を行う案件の推進  

（１）「自ら評価」案件の選定  

本年度における「自ら評価」案件の選定について

は、「食品安全委員会が自ら行う食品健康影響評価

に関し企画等専門調査会に提出する資料に盛り込む

事項」（平成１６年５月２７日食品安全委員会決

定）及び「企画等専門調査会における食品安全委員

会が自ら行う食品健康影響評価対象候補の選定の考

え方」(平成１６年６月１７日食品安全委員会決定)

を踏まえ、別紙２に掲げるスケジュールで実施す

る。 

（２） 「自ら評価」の結果の情報提供等 

〇 「アレルゲンを含む食品」について、令和３年度に評価した「卵」以外の、そば類、えび・かにに係るファクトシ

ート作成のため、令和５年度調査事業を活用して「アレルゲンを含む食品のファクトシート（そば類、えび・かに）

の作成に向けた科学的知見の調査」を実施した。 

 

〇 「クロノバクター・サカザキ」について、乳児の健康被害を予防啓発するため、「粉ミルクは無菌とは限りません！

飲む直前に 70℃以上のお湯で調乳し、速やかに消費しましょう」をメインメッセージとするウェブページを５月に開

設し、適切な調乳と消費の方法について情報発信した。 

 

（２）「自ら評価」の結果の情報提供等 

「自ら評価」が終了した案件については、その評

価結果に関して、意見交換会の開催や Facebookで

の発信等により丁寧に情報提供を行う。その際、対

象者に応じて開催方法の工夫を行う。 

「自ら評価」案件選定の過程で決定された事項（情

報収集等）について、その決定に基づき、ホームペー

ジ、Facebook 等で情報提供を行う。                             

第４ 食品健康影響評価の結果に基づく施策の実施状況の監視 

１ 食品健康影響評価の結果に基づく施策の実施状況の調査 

➡参考資料２－２（ｐ11）参照 

 

〇 令和３年 10 月１日から令和４年９月 30 日までにリスク評価の結果を通知した品目について、リスク管理措置に適

切に反映されているかを確認するため、リスク管理に関する施策の実施状況調査（第 28 回）を実施し、第 94１回食品

安全委員会（令和６年 6月 4日）にその概要を報告した。今回の調査対象は、令和３年 10月１日から令和４年９月 30日までに

リスク評価の結果を通知した品目（97件）と、令和３年９月 30日以前に通知が行われたが前回調査で具体的なリスク管理措置

が講じられていなかった品目（77件）の計 174件であり、このうちリスク管理措置済みとなった品目が 107件、次回への調査継

続となった品目が 67件であった。 

 

第４ 食品健康影響評価の結果に基づく施策の実施状況の

監視 

１ 食品健康影響評価の結果に基づく施策の実施状況の

調査 

食品健康影響評価の結果に基づく施策の実施状況に

ついて、リスク管理機関に対し、１０月を目途に調査を

実施し、その結果を踏まえ、必要に応じ、勧告、意見の

申出を行う。 

２ 食品安全モニターからの報告 

➡参考資料２－２（ｐ12、13）参照 

  

○ 令和５年４月から令和６年３月末までに食品安全モニターから 28件の提案・報告を受け付けた。分野別では、「アイ

スクリーム等冷凍食品に起因した食中毒」や「人口甘味料の発がん性」などの「リスクコミュニケーション」に該当す

るものが最も多かった（９件）。関係省庁別では、厚生労働省に関するものが最も多かった（22 件）。 

２ 食品安全モニターからの報告 

食品安全モニターから、随時、食品健康影響評価の

結果に基づき講じられる施策の実施状況等についての

報告を求める。その結果については、必要であればリ

スク管理機関に対する勧告、意見の申出の参考とす

る。 
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〇 食品安全モニターに対する「食品の安全性に関する意識等について」の調査を令和６年１月から２月にかけて実施

し、その結果の取りまとめを行っている。 

 

また、食品の安全に関する意識等を把握するための

アンケートの調査を令和６年２月を目途に実施する。 

第５ 食品の安全性の確保に関する研究・調査事業の推進 

➡参考資料２－２（ｐ14～19）参照 

 

 

 

 

 

１ 食品健康影響評価技術研究の推進 

（１）前年度に終了した研究課題の事後評価の実施 

   研究・調査企画会議事後評価部会において、令和４年度に終了した８課題について事後評価を実施し、10 月 10 日

の第 916 回委員会会合において評価結果を報告した。評価結果については各研究課題の主任研究者へ通知するととも

に、ホームページに公表した。 

研究成果報告書については、委員会ホームページで公表するとともに、３課題を対象として「令和５年度食品健康

影響評価技術研究成果発表会」を令和６年３月 14日に公開（オンライン）で開催した。 

 

第５ 食品の安全性の確保に関する研究・調査事業の推進 

 「食品の安全性の確保のための研究・調査の推進の方

向性について」（平成２２年１２月１６日食品安全委

員会決定。以下「ロードマップ」という。）等を踏ま

え、研究・調査を計画的に実施し、その成果を食品健

康影響評価に活用する。  

 

１ 食品健康影響評価技術研究の推進 

（１）前年度に終了した研究課題の事後評価の実施 

前年度に終了した研究課題について、別紙３に掲

げるスケジュールで事後評価を実施するとともに、

研究成果発表会の開催、ホームページでの研究成果

報告書の公表を行う。 

（２）本年度における研究課題の実施 

   14課題（令和４年度採択分７課題及び令和５年度採択分７課題）について研究を実施した。また、各主任研究者から

提出された 10 月末時点等の研究の進捗状況についての中間報告書を取りまとめるとともに、令和６年度に継続実施予

定の課題（９課題）については、研究・調査企画会議事前・中間評価部会（以下「事前・中間評価部会」という。）に

おいて研究者からのヒアリングを含めた中間評価を実施し、令和６年２月 27 日の第 931 回委員会会合においてその評

価結果を報告し、研究継続を決定した。 

（２）本年度における研究課題の実施 

本年度に実施する研究課題について、別紙３に掲

げるスケジュールで中間評価を実施し、必要に応じ

主任研究者へ研究計画の見直し等の指導を行う。 

（３）食品健康影響評価技術研究課題の選定 

  事前・中間評価部会において、令和６年度の優先実施課題（案）を取りまとめ、令和５年８月 29日の第 910回委員会

会合において決定した。この優先実施課題に基づき、府省共通研究開発システム（e-Rad）により公募を行い、大学や研

究機関等の関係機関に対し幅広く公募内容を周知した。 

公募終了後、事前・中間評価部会において書類審査及びヒアリング審査を実施し、令和６年２月 27 日の第 931 回委

員会会合において６課題（うち若手枠※が２課題）の採択を決定した。 

※令和６年度から「食品健康影響評価を担う若手専門家の育成枠」を開始 

（３）食品健康影響評価技術研究課題の選定  

来年度における食品健康影響評価技術研究課題

については、食品健康影響評価を的確に実施するた

め、ロードマップを踏まえた優先実施課題を策定

し、別紙４に掲げるスケジュールで公募・審査を行

い、食品健康影響評価等の実施のために真に必要性

の高いものを選定する。公募の際には、大学等の関

係研究機関に所属する研究者に向けて幅広く周知

するとともに、課題の選定等に関する議事の概要を

公表して透明性を確保する。 

（４）適切な経理の確保 （４）適切な経理の確保 

10



 

- 8 - 

 

   研究費の適正な執行体制が確保されているかを確認するため、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイド

ライン（実施基準）」（令和３年９月 17 日食品安全委員会事務局長決定）に基づき、契約時に各研究機関から体制整

備等自己評価チェックリストの提出を求めるとともに、令和５年度に研究を実施している１機関に対して履行状況調査

を実施した。令和４年度に履行状況調査を実施した研究機関（３機関）のうち、改善に向けて取組むこととなった１機

関に対してフォローアップ調査を実施した。 

 

研究費の適正な管理のため、「研究機関におけ

る公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施

基準）」（令和３年９月１７日内閣府食品安全委

員会事務局長決定）に基づき、研究機関に対する

履行状況調査を行う。 

（５）関係府省との連携 

競争的資金に関する関係府省連絡会担当者会議に出席し、競争的資金の取扱い等に関して意見交換を行った。 

新規採択課題の公募・採択や研究成果の公表等について、「食品の安全性の確保に関する試験研究の推進に係る担当

者会議」の関係省庁担当者と情報共有を図った。 

（５）関係府省との連携  

競争的資金に関する関係府省連絡会担当者会議に

出席し、競争的資金の取扱い等に関して意見交換を

行い、必要に応じ、研究に関する規程を見直すととも

に、研究を効率的に実施するため、「食品の安全性の

確保に関する試験研究の推進に係る担当者会議」（食

品の安全性の確保に関する試験研究の推進に係る関

係府省相互の連携・政策調整の強化について（平成１

７年１月３１日関係府省申合せ））等を開催し、関係

府省との連携・政策調整を強化する。   

２ 食品の安全性の確保に関する調査の推進 

（１）食品安全確保総合調査対象課題の選定  

   令和６年度の優先実施課題に基づく調査課題について、事前・中間評価部会において審議を行い、令和６年２月 27

日の第 931回委員会会合において４課題を選定し、調査の実施に向けて、入札公告等の手続を開始した。なお、入札公

告の際には調査・研究機関に周知した。 

２ 食品の安全性の確保に関する調査の推進  

（１）食品安全確保総合調査対象課題の選定  

来年度における食品安全確保総合調査対象課題に

ついては、ロードマップを踏まえ優先実施課題を策

定し、別紙５に掲げるスケジュールで、食品健康影

響評価等の実施のために真に必要性の高いものを選

定する。入札公告の際には、調査・研究機関に幅広

く周知する。 

（２）食品安全確保総合調査の実施 

  令和５年度調査課題について、総合評価方式による一般競争入札を行い、調査（５課題）を実施した。調査結果報告

書については、知的財産等の情報の有無を順次確認した上で、食品安全総合情報システムにおいて公開する。 

（２）食品安全確保総合調査の実施 

選定した調査の対象課題については、実施計画を

ホームページ等に公開し、その内容を随時更新する

とともに、調査結果については、個人情報や企業の

知的財産等の情報が含まれている等公開することが

適当でないと判断される場合を除き、食品安全総合

情報システムにより公開する。 

３ 研究・調査事業の追跡調査、プログラム評価等の実施 

（１）追跡評価の実施 

  10 月 16 日の研究・調査企画会議プログラム評価部会（以下「プログラム評価部会」という。）において、研究・調

査事業の食品健康影響評価への活用状況等について追跡評価を行った。 

３ 研究・調査事業の追跡調査、プログラム評価等の実

施 

（１）追跡評価の実施 

これまでに行った研究事業及び調査事業につい

て、研究事業及び調査事業の意義、運営方針の妥当

性、成果の食品健康影響評価への活用状況等に着目
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した追跡評価を行う。 

 

（２）プログラム評価の検討及び実施 

プログラム評価部会において、令和元年度から令和５年度までのプログラム評価結果（案）を取りまとめ、７月 25日

の第 907回委員会会合において決定した。 

（２）プログラム評価の検討及び実施 

研究事業・調査事業の総体としての目標の達成

度合いや副次的成果等についてプログラム評価を

行う。 

（３）ロードマップの改正等の検討 

  11 月 20 日の事前・中間評価部会において、各委員から改正の方針について意見を聴取して食品の安全性の確保のた

めの研究・調査の推進の方向性について （平成 22年 12月 16日食品安全委員会決定。以下「ロードマップ」という。）

の改正に向けた検討を開始した。 

（３）ロードマップの改正等の検討 

上記（１）（２）を踏まえて、必要に応じて調

査・研究事業の充実を図るとともに、今後委員会

において推進すべき研究・調査の方向性を明示す

るため、ロードマップの改正に向けた検討を開始

する。 

第６ リスクコミュニケーション・情報発信の促進 

○ 児童及び保護者に向けて、キッズボックスで「食品安全のしくみ」などをテーマとして、リスク評価の仕組みや、委

員会の役割を紹介した記事などを発信するとともに、Facebookにより周知した（４～７月）。 

○ ７月１日に委員会設立 20 周年を迎えたことを記念して、９月１日に記念式典及び国際シンポジウム（テーマ：リス

ク評価機関が直面する新たな課題とそれに対応するための体制整備）を開催するとともに、同シンポジウム開催に先立

ち、報道関係者に事前解説した。また、一般消費者向けに 20 年間の委員会のあゆみやこれまでのリスク評価の主な成

果をまとめた記念誌を作成した。さらに、ホームページに専用サイトを設置し、当該記念誌を公表するとともに、テー

マ別の特別連載記事を公開（詳細は１（１）参照）するなど、関連情報を発信した（９月以降）。 

○ 報道関係者や一般消費者、食品関係事業者、地方公共団体職員などを対象に「有機フッ素化合物（PFAS）の食品健康

影響評価書（案）」（１月、２月、３月）や「農薬の再評価に係る食品健康影響評価」（11月、３月）について解説す

る意見交換会などを開催した。 

第６ リスクコミュニケーション・情報発信の促進 

消費者、行政、メディア、事業者、専門家等の関係者

間の相互理解を深め、信頼関係を構築しつつ、食品安全

に関する科学的知見に対する理解を促進するため、リス

ク評価機関としての委員会の認知度の向上を図りなが

ら、対象者に応じた様々な媒体・機会を活用したリスク

コミュニケーションや情報発信を積極的に行う。令和２

年度に実施した「食品安全委員会が行うリスクコミュニ

ケーションに関する意識調査」の結果において、消費者

の食品安全に関する主たる情報源がテレビ・新聞等であ

ったこと、また令和４年度に実施している「食品安全委

員会が地方自治体等と連携して行う食品安全に関する情

報発信・リスクコミュニケーションの強化に関する調

査」の内容を踏まえ、次の取組を実施する。 

・ 報道関係者、地方公共団体、食品事業者等の食品安全

に関する情報を発信する者に対する、科学的情報、特に

食品安全委員会が行った食品健康影響評価に関する適切

な情報提供及び意見交換 

・ 妊婦、乳幼児をもつ保護者、小中学生、消費者全般

等、対象階層を明確にしつつ、二次利用を意識した情報

提供 

・ 地方公共団体が主体的に行う情報発信・リスクコミュ

ニケーションを支援 

等を行う。 

以下、意見交換会等の開催については、対象者、規模
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等に応じて、web会議システム、対面形式、ハイブリッド

方式等の特性を踏まえ、いずれの方式で実施するかを検

討する。 

１ 様々な手段を通じた情報の発信 

➡参考資料２－２（ｐ20～23）参照 

 

１ 様々な手段を通じた情報の発信 

食品健康影響評価や海外情報その他の食品の安全性

に関する最新の科学的知見を、媒体の特性を踏まえて

迅速に発信する。 

（１）ホームページ 

○ ホームページで、食品健康影響評価の結果及びその他食品の安全性等に関する情報について、下記のとおり公開し

た。 

 ・５月 「粉ミルク中のクロノバクター・サカザキについて（Q＆A）」 

 ・６月 委員会 20周年企画紹介ページを開設し、国際シンポジウムの開催案内・結果や、松永委員による特別連載記

事「これまでの評価から」を随時掲載（テーマは、６月：トランス脂肪酸、薬剤耐性、７月：カンピロバクタ

ー、８月：健康食品、10月：アクリルアミド、11月及び 12月:BSE） 

 ・７月 「アスパルテームに関する Q&A」 

 ・８月 食品健康影響評価書の中で健康影響に基づく指標値の根拠となった毒性試験結果を取りまとめた「化学物質

毒性評価データベース（農薬：約 50成分の暫定版）／英語版・日本語版」 

 ・10月 食品ハザード情報ハブのページをリニューアルし、国際的なリスク評価機関の評価結果や Codex規格・基準

についての情報を追加 

・12月 「PFOA及び PFOSに対する国際がん研究機関（IARC）の評価結果に関する Q&A」 

・１月 二酸化チタンに関する川西委員のインタビュー記事（インタビュアー：松永委員） 

・１月 「『有機フッ素化合物（PFAS）』評価書（案）に関する Q&A」 

・３月 「化学物質毒性評価データベース（農薬：約 400成分）／英語版・日本語版」 

 

○ 新たに掲載した情報について、アクセスしやすく、また多くの閲覧に繋がるよう、その都度トピックスに掲載した。

また、８月に、携帯端末での閲覧に適したレスポンシブデザインに移行した。 

 

 

（１）ホームページ 

食品安全に関心があり、情報を入手、利用又は発信

しようとするときに、検索や SNS を通じて閲覧する

者に向けて、食品健康影響評価の結果、委員会、専

門調査会及び意見交換会の開催状況、食品安全に関

する最新の情報並びに妊婦、乳幼児をもつ保護者、

小中学生等、特定の階層を対象とした情報等をそれ

ぞれ掲載するとともに、より見やすく・より容易に

目的の情報に到達でき、関連の情報にも誘導できる

よう、ページ構成や記載内容を随時見直し、更新す

る。 

（２）SNS等 

    食中毒予防に関する注意喚起等、速報すべき情報等について、広く周知できるよう、SNS等により情報発信した。 

 

 

 

（２）SNS等 

委員会の情報を広く届ける観点から、SNS やメー

ルマガジン等のコミュニケーションツールの特性や

その利用者に応じた内容での発信となるよう、各ツ

ールを使い分け、連携させつつ、幅広く積極的な情

報発信を行う。 

① Facebook 

 科学的な根拠を伴う食中毒予防に関する注意喚起、最新の食品健康影響評価、食品安全に関する基礎知識、委員会の

審議概要等を発信した。（約 14本／月） 

① Facebook 

委員会公式アカウント「内閣府食品安全委員会」を

フォローし、食品安全への関心が高く、ある程度専門
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的な知識をもつ者に向けて、食品安全委員会の活動

状況の他、機動的な対応が必要な健康被害案件、季節

性を考慮した記事等、Facebook の拡散機能や利用者

の二次利用を意識したテーマの記事を発信する。 

  ② メールマガジン 

委員会の開催等の情報を定期的に発信した。 

 ② メールマガジン 

メールマガジンに登録している、食品安全への関心

が非常に高い者に向けて、委員会や専門調査会、意見

交換会の開催状況等を発信するほか、特に緊急時には

食品安全に関する正確な情報を発信する。 

③ ブログ 

最新の食品健康影響評価等をより周知させるため、Facebookによる発信と合わせて情報を随時ブログに掲載した。 

 

  ③ ブログ 

検索エンジンや Twitter 等に貼られたリンクから

さらに一次情報を求める等、食品安全に関してより詳

しく正確な情報を求めている者に向けて、発信日時も

含めたアーカイブ機能も持つブログの特性を活用して 

Facebook で配信した内容等の食品安全に関する情報

を蓄積し、機会を捉えた Twitter での情報発信の際の

資産の場とする。 

④ YouTube 

 下記のテーマについて配信した。 

・５月 「2023年世界食品安全の日に向けて『食品規格がいのちを救う』」 

・２月 「食品安全オンラインセミナー『有機フッ素化合物（PFAS）の食品健康影響評価書（案）』」 

   ・３月 「食品安全セミナー『農薬の再評価に係る食品健康影響評価』について〜試験データを私たちはどう判断す

るのか〜」 

④ YouTube 

検索・おすすめ等で長くアクセスが得られることか

ら、頻繁に映像や音声の情報を利用している者に向け

て、意見交換会等の情報提供動画や消費者の関心が高

かったコンパクトな動画等対象者を意識した情報を

蓄積し、機会を捉えた Twitterや Facebookでの発信

の際の情報資産の場とする。 

  ⑤ X 

 梅雨時期における食中毒の注意喚起や「世界食品安全の日」、また、食中毒の危険性が高い食べ方など報道やインタ

ーネットで取り上げられている話題等、時季や機会をとらえつつ、特に速報性が重要なテーマについて情報発信し

た。 

 生の肉は洗わないことの注意喚起、「世界食品安全の日」の周知、「黄色ブドウ球菌」や「クロノバクター・サカザ

キ」への注意喚起の投稿は、特に閲覧数が伸びた。 

 

⑤ Twitter  

報道関係者を含めた多くの者の情報収集の手段と

して用いられ、拡散力の高い Twitter の特性を活か

し、食中毒の防止法等、身近で関心（共感）の高いも

のや、タイムリーなもの、緊急性の高いものを委員会

の活動に結びつけて情報発信する。 

（３）広報誌、パンフレット、ポスター、教材の作成 

○ 広報誌「食品安全」60号を７月にウェブサイトに掲載するとともに、冊子を関係機関や専門調査会専門委員等関

係者に配布した。また、報道関係者や学会等へ広く周知した。 

○ パンフレット「食品安全委員会」を、広報誌とともに配布した。また、「キッズボックス総集編」については、

依頼のあった講演や訪問学習の受け入れ等において配布した。 

○ 月刊誌「栄養と料理」（女子栄養大学出版）に「食品安全委員会発 ちょっとくわしく知りたい食品安全トピック

（３）広報誌、パンフレット、ポスター、教材の作成 

委員会運営状況報告書に基づき、委員会の１年間の

取組をわかりやすく取りまとめた広報誌「食品安全」

を作成し、既刊のパンフレット「食品安全委員会」や

「キッズボックス総集編」とともに、意見交換会、子

ども向けイベント等において配布する。 
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ス」を毎月掲載した。 

○ 中学生向け副読本「科学の目で見る食品安全」について、11月に更新し、アレルギー表示などの項目について最

新情報を掲載した。 

リスクアナリシスの考え方やリスク評価の実例につ

いて解説したポスターについて、学会のブース出展の

機会を捉えて掲示するなど、委員会の活動等に対する

理解促進を図る。 

加えて、学校教育関係者が学校現場で活用するため

の教材の活用を促す。 

（４）食品の安全性に関する用語集 

○ 「ヒスタミン」「肥料取締法」について、新規掲載・時点修正を行った。 

○ 食品安全モニターや学会、食品科学を学ぶ学生等に、ウェブサイト版・冊子版の用語集を周知・提供した。 

○ 冊子版用語集の第７版印刷を行った。 

（４）食品の安全性に関する用語集 

食品安全に関して、基本的な考え方を整理しつつ、

各用語の内容を説明する「食品の安全性に関する用語

集」について必要に応じて見直しを行い、ウェブサイ

トの更新を行う。 

食品健康影響評価の理解促進のため、ウェブサイト

版・冊子版ともに広く周知・提供する。 

２ 「食品の安全」に関する科学的な知識の普及啓発 

➡参考資料２－２（ｐ24）参照 

 

 

 

 

（１）評価書等の解説講座 

○ 一般消費者、食品関係事業者、地方公共団体職員などを対象に、食品安全オンラインセミナー「有機フッ素化合物

（PFAS）の食品健康影響評価書（案）」を開催した（２月）。 

○ 一般消費者、食品関係事業者、地方公共団体職員および食品安全モニターを対象に、「食品安全セミナー『農薬の

再評価に係る食品健康影響評価』について」を開催した（３月）。 

２ 「食品の安全」に関する科学的な知識の普及啓発 

消費者の食品安全に関する科学的知見に対する理解の促

進を図るため、以下の取組を行う。 

 

 

 

（１）評価書等の解説講座 

リスク管理の根拠となる食品健康影響評価やリスクプ

ロファイル等について理解を深めるため、講座「精講：食

品健康影響評価」を開催する（食品の安全性の確保に向け

て必要な施策・措置を講じる責務を有する食品関連事業者

及び行政担当者並びに食品安全分野に係る研究者等を対

象）。 
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（２）意見交換会、講師派遣等 

 一般消費者や食品関係事業者等に対して、意見交換会・講師派遣等を下記のとおり実施した。 

日付 依頼元 
意見交換会・セミナ

ー名 
講演テーマ 演者 参加人数 

5月 18日 
株式会社 食品化

学新聞社 
ifia/HFE JAPAN 2023  

食品により媒介される微生物等に関

する食品健康影響評価指針 
山本委員長 100 

6月 12日 長浜バイオ大学 生物生産学概論 
リスクアナリシスによる食品の安全

確保と食品安全委員会の役割 
事務局職員 40 

7月 20日 山形県 食の安全推進交流会 
肉の加熱不足による食中毒と低温調

理について 
香西委員 100 

7月 27日 

（公財）日本食

肉消費総合セン

ター 

食肉学術フォーラム 食肉に関連する食中毒の現状 山本委員長 20 

8月 10日 岡崎市 
食品衛生月間特別講

演会 

低温調理は大丈夫？お肉の取扱いと

食中毒予防 
香西委員 150 

8月 25日 佐賀県 
食の安全・安心講演

会 
知っておこう！食物アレルギー 脇委員 100 

8月 26日 
京都府保険医協

会 
食の安全問題講演会 

健康食品のチェックポイントを知ろ

う！～安全な利用のために～ 
脇委員 30 

9月 28日 
食生活ジャーナ

リストの会 

食生活ジャーナリス

トの会勉強会 

食品安全委員会の２０年、これまで

の歩みと今後の展望 
山本委員長 140 

10月 5日 東京都 
食の安全都民フォー

ラム 
ここがポイント！低温調理 香西委員 

- 

(動画配信) 

10月 16日 沖縄県 

地方共催意見交換会

リスクコミュニケー

ション「知って防ご

う食中毒」 

知って防ごう食中毒 事務局職員 30 

10月 20日 
全国食品衛生監

視員協議会 

全国食品衛生監視員

研修会 

食品安全委員会の 20 年、これまで

の歩みと今後の展望 
浅野委員 100 

12月 1日 京都府 

地方共催意見交換会

リスクコミュニケー

ション「身近な食品

のリスク」 

食品安全の基本とカフェインの安全

性について 
事務局職員 60 

12月 2日 三重県 
三重県食の安全・安

心研修会 
食品添加物の現状と、私たちの選択 川西委員 130 

12月 6日 群馬県 群馬県食品安全セミ 食品添加物の安全性の評価 川西委員 20 

（２）意見交換会、講師派遣等 

地方公共団体、消費者団体、学術団体、職能団体、事

業者団体、学校教育関係者等との間で意見交換会やセミ

ナー等を行う。その際には、「食品の安全」に関する科

学的な知識の普及や委員会の認知度向上等の目的に留

意しつつ、対象者層を勘案しながらテーマや形式（相互

対話、講演、ブース展示等）について決定する。なお、

これらの意見交換や講師派遣に当たっては、地域的な偏

りの無いよう配慮するとともに、必要に応じて、リスク

コミュニケーションの事務の総合調整を行う消費者庁

と連携を図りながら実施する。 

委員会の国際的な認知度の向上と国際貢献の観点か

ら、海外の行政関係者等を対象とした研修にも協力す

る。 
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ナー 

1月 15日 栃木県 

食の安全に関するリ

スクコミュニケーシ

ョン in県庁 

食品添加物の安全性の評価 川西委員 70 

1月 25日 コープながの 食の安全学習会 
健康食品による健康被害を防ぐため

に～安全を考えるポイント～  
脇委員 100 

2月 1日 
コープデリ生活

協同組合連合会 

食品安全・品質保証

委員会 全体会 

食品安全委員会の２０年、これまで

の歩みと今後の展望 
事務局職員 70 

2月 2日 大阪府 

食品に関するリスク

コミュニケーション

「食品添加物を考え

る」 

食品添加物の安全性の評価 川西委員 150 

2月 8日 
東京都北区保健

所 

北区食の安全・安心

懇談会 
低温調理と食中毒 香西委員 60 

2月 9日 横須賀市 
食のセミナー２０２

４ 
安全でおいしい肉の低温調理 香西委員 30 

2月 14日 
東京都特別区職

員研修所 

特別区専門研修「食

品衛生」 
肉の低温調理について 香西委員 70 

2月 22日 宇都宮市保健所 食品安全講演会 低温調理と食中毒予防対策について 香西委員 150 

2月 28日 滋賀県 
食品衛生監視員研修

会 

資料、アイデアを活用！リスクコミ

ュニケーション 
松永委員 20 

2月 29日 埼玉県 
食のリスクコミュニ

ケーター研修 
食品添加物の安全性評価について 川西委員 80 

2月 29日 

（一社）日本

HACCPトレーニン

グセンター 

JHTC主催第 42回フ

ォローアップセミナ

ー 

食品により媒介される微生物等に関

する食品健康影響評価指針の改定点

など 

山本委員長 400 

 

（３）訪問学習受入れ 

  防衛医科大学校（12月）学生の訪問学習の受け入れを行い、「食品安全について」や「食品安全を守る仕組み及び政

府組織における公衆衛生人材の役割について」の講義、職員との情報交換を行った。 

 

 

 （４）食の安全ダイヤルの活用 

必要に応じ、隔週で開催されるリスコミ担当者会議で関係省庁（消費者庁、厚生労働省及び農林水産省）へ情報を提

供した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）訪問学習受入れ 

食品安全を守る仕組み等に関心のある中学生、高校

生、大学生等からの訪問学習の受入れについて、積極的

に対応する。 

 

（４）食の安全ダイヤルの活用 

食の安全ダイヤルを通じて消費者等から寄せられた

情報及び食品安全モニターから寄せられた危害情報に

ついては、リスクの初期情報や消費者の意見・懸念事項

として、リスク管理機関と共有等し、食品の安全性の確
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保やリスクコミュニケーション・情報提供の充実を図

る。また、食の安全ダイヤル等を通じて消費者からよく

聞かれる質問等については、ホームページや Facebook 

等を通じて情報提供する。 

３ 関係機関・団体との連携体制の構築 

➡参考資料２－２（ｐ25～26）参照 
 

（１）リスク管理機関との連携 

○ リスクコミュニケーション担当者連絡会議において、関係府省庁連携リスクコミュニケーションに関する協議

や打合せ、各府省庁が開催するリスクコミュニケーションについて情報交換等を行った（25 回）。 

○ 食品中の放射性物質について理解を深めるため、消費者庁等の関係省庁と連携し、親子参加型イベント及び意

見交換会を開催した。 

○ 関係省庁と連携し、SNS（Facebook、X）、メルマガ等で相互の情報を周知した。 

 

３ 関係機関・団体との連携体制の構築 

 

 

（１）リスク管理機関との連携  

関係省庁が、食品の安全について科学的根拠に基づ

く共通認識を持ち、一貫性をもった情報発信をするた

め、原則、隔週での関係府省の担当者によるリスクコ

ミュニケーション担当者会議を行うほか、緊密に情報

交換・調整を行う。 

（２）地方公共団体との連携 

 今年度も地方公共団体・消費者庁主催の「地方公共団体等食品安全担当職員研修会」を共催（厚労省・農水省は

協力）するとともに、同研修会と併せて、地方公共団体職員向けの連絡会議を開催した。同会議にて、委員会から

は松永委員が「情報、資料を活用して行うリスクコミュニケーション」をテーマに、地方公共団体が行うリスクコ

ミュニケーションの重要性とリスクコミュニケーションの一例について解説し、また事務局からは、地方公共団体

におけるリスクコミュニケーションや職員の育成等における活用を促すため、委員会 Webサイトに掲載しているコ

ンテンツの説明を行った。 

 

（２）地方公共団体との連携  

地方公共団体の食品安全担当者との間の情報連絡網

を最大限活用して、学校教育関係者及び食品関係事業者

に対して効果的に科学的な知識の普及啓発ができるよ

う、地方公共団体との連携強化を進める。（２（２）参

照） 

さらに、リスクコミュニケーションの取組事例の情

報共有等により、リスクコミュニケーションを効果的

に実施できるよう、地方公共団体との連絡会議を開催

する。 

（３）消費者団体、事業者団体、関係職能団体等との連携（円滑に情報交換できる体制の構築） 

➡「第６ リスクコミュニケーション・情報発信の促進」２（２）（p13～14）参照 

 

 

（３）消費者団体、事業者団体、関係職能団体等との連携（円

滑に情報交換できる体制の構築） 

消費者団体、事業者団体、関係職能団体等との間で、

円滑に情報交換できる体制を構築するため、意見交換

や情報提供を実施し、関係強化を図る。 

特に講師派遣は、相手方の要望を踏まえ、より多く

の関係者と食品安全に関する情報を交換できるよう

に実施する。 

（４）報道関係者との意見交換  

○ ８月に「食品安全委員会 20 周年記念国際シンポジウムの事前解説」、11月に「農薬の再評価に係る食品健康影

響評価」をテーマに意見交換会を実施した。 

○ 令和６年１月、「有機フッ素化合物（PFAS）の食品健康影響評価書（案）」を公表した当日に、報道関係者向け

（４）報道関係者との意見交換  

意見交換会の実施により、委員会の知名度の向上、

国民への科学的知見の普及の観点から、報道関係者に

対して戦略的に科学的知見を提供する体制を構築し
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のブリーフィングを行った。 

 

ていく。意見交換会後も、参加した報道関係者との意

見交換を密に行う。 

（５）学術団体との連携 

下記のとおり、各学会に専門分野の委員を派遣し、講義を実施。なお、食品微生物学会及び農薬学会では委員会のブ

ースを出展した。 

  

日付 依頼元 講演・セミナー名 テーマ 演者 

5月 13日 
（一社）日本糖

尿病学会 

第 66回日本糖尿病学

会年次学術集会 
COVID-19 関連 脇委員 

6月 5日 
（公社）日本食

品衛生学会 

日本食品衛生学会総

会・公開シンポジウ

ム 

リスク評価に基づく食中毒制御 山本委員長 

9月 22日 
日本食品微生物

学会 

第 44回日本食品微生

物学会学術総会 特

別セミナー 

食品安全委員会の 20年の歩みと今

後の展望 
山本委員長 

11月 11日 

日本臨床栄養学

会・日本臨床栄

養協会 

第 45回日本臨床栄養

学会総会・第 44回日

本臨床栄養協会総

会・第 21回大連合大

会 

【教育講演】代替食品・大豆たんぱ

く質の抗菌萎縮効果 
脇委員 

11月 22日 
（一社）AOAC日

本 

AOAC日本オンライン

セミナー「食品微生

物のリスク評価とハ

ザードコントロー

ル」 

食品微生物におけるリスクと予測微

生物学 
山本委員長 

1月 24日 
（一社）日本毒

性病理学会 

第 40回日本毒性病理

学会総会・学術集会 
食品中化学物質の安全性評価 浅野委員 

 

（５）学術団体との連携  

我が国の食品安全に関する研究の充実、食品の安全

に関する科学的な知識の普及及び委員会の専門委員

の充実のためには学術団体との更なる連携強化が必

要である。具体的には、重点化する学術分野を明確に

した上で、学会において講演やブース出展等を行う。 

  

第７ 緊急の事態への対処 

 ➡参考資料２－２（ｐ30）参照 

 

１ 緊急事態への対処 

食中毒等について、委員会ホームペーホームページ、Facebook等において科学的情報の提供等を行った。 

第７ 緊急の事態への対処 

  １ 緊急事態への対処  

緊急事態が発生した場合には、「食品安全委員会緊急

時対応指針」（平成１７年４月２１日食品安全委員会決定。

以下「指針」という。）等を踏まえ、関係行政機関等との

密接な連携の上、危害物質の毒性等の科学的知見につい

て、関係省庁及び国民に対して迅速かつ的確に情報提供を

行う等、適切に対応する。 

２ 緊急事態への対処体制の整備   ２ 緊急事態への対処体制の整備  
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令和５年度緊急時対応訓練計画に基づき実務研修及び確認訓練を実施した。 

また、夜間・休日における緊急事態の発生に備え、緊急時連絡ルートを整備し、迅速かつ効率的な連絡体制を整えた。 

 

指針等を踏まえ、平時から、緊急時に備えた情報連

絡体制の整備や、科学的知見の収集・整理、緊急時対応

訓練等を実施することにより、緊急事態への対処体制の

強化に努めるとともに、企画等専門調査会において、実

際の緊急時対応の結果及び緊急時対応訓練の結果の検証

を行い、緊急時対応の問題点や改善点等について検討

し、必要に応じ、指針等の見直しを行う。 

３ 緊急時対応訓練の実施 

令和５年１月 31 日の第 887 回委員会会合において、関係府省と連携した迅速かつ確実な初動対応を実施するための組

織能力の強化と緊急時対応マニュアル等の実効性の向上を重点課題とする令和５年度緊急時対応訓練計画を決定し、これ

に基づいて、次のとおり実務研修と確認訓練の２本立ての訓練設計により実施した。確認訓練は消費者庁、厚生労働省、

農林水産省及び警察庁も参加して行われた。 

 確認訓練では、危害要因等に関する科学的知見・情報をリスク管理機関等に提供し、科学的に正しい情報を分かりやす

く国民に提供する等の緊急時における食品安全委員会の役割に着目しながら、対応手順を確認した。 

 

  ＜実務研修＞ 

・ 緊急時対応手順研修：令和５年６月９日 

・ 事例研修：令和５年 11月 29日 

 

 ＜確認訓練＞ 

   ・ 確認訓練：令和５年12月20日 

 ３ 緊急時対応訓練の実施 

４月～１１月に、緊急時に必要となる基本的な対応手

順の理解・習得を目的とした実務者研修等を行う。さら

に、緊急時対応の取りまとめを担う消費者庁と連携し、

実際の緊急時を想定した実践的な訓練（確認訓練）を１

２月を目処に行い、緊急時対応体制の実効性を確認する

とともに、担当者の実践的対応能力の向上等を図る。 

第８ 食品の安全性の確保に関する情報の収集、整理及び活用 

➡参考資料２－２（ｐ31）参照 

○ 食品の安全性の確保に関する海外の最新情報を収集・整理した上で、リスク管理機関等の関係者に毎日配付した。 

○ 収集した情報を隔週で食品安全総合情報システムに登録し、リスク管理機関等の関係者及びホームページを通じて

国民に対して情報提供を行った。 

○ 食品の安全性の確保に関する情報の収集・分析・活用及び緊急時におけるリスク管理機関との連携を図るため、食

品リスク情報関係府省担当者会議等を通じて食品安全に関連する関係府省庁の取組状況や食中毒等の発生状況等に

ついて情報交換を行った。 

○ 緊急事態に備え、任期満了に伴う各専門委員選任にあわせて、専門委員の連絡先の確認を行った。 

○ 国立医薬品食品衛生研究所と連携し、それぞれが収集した食品安全に関する情報を事務局内に共有した。 

 

第８ 食品の安全性の確保に関する情報の収集、整理及び

活用 

国内外の食品の安全性の確保に関する科学的情報とし

て、国際機関、海外の政府関係機関の公式発表や学術誌

に掲載された論文等の情報を毎日収集する。 

収集した情報については、国民やリスク管理機関など

のニーズに対応できるよう的確に整理した上で「食品安

全総合情報システム」（委員会のホームページ上の情報

検索用データベースシステム）へ登録し、国民に対する

情報提供、リスク管理機関等との情報共有を行う。 

加えて、食品健康影響評価や緊急時の対応等におい

て、専門家等の専門知識の活用を図る観点から、専門情

報の提供に協力いただける専門家や関係職能団体等と

の連絡体制を確保し、情報交換等を行う。 
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第９ 国際協調の推進 

➡参考資料２－２（ｐ32）参照 

 

 

１ 国際会議等への委員及び事務局職員の派遣 

コーデックス委員会、その他の食品安全に関する国際会議等（ウェブ会議システム等を利用した会議を含む。）に委

員、専門委員及び事務局職員が参加し、意見交換・情報収集を行った（国際会議等 12回）。 

・５月 ＦＡＯ/ＷＨＯ 合同残留農薬専門家会議（ＪＭＰＲ）トレーニングコース（カナダ） 

ＷＨＯエキスパートとして委員１名及び事務局職員１名が参加 

・７月 国際食品保全学会年次学会（ＩＡＦＰ）２０２３（カナダ） 

   情報収集のため委員１名及び事務局職員１名が参加 

・８月 第 12回生命科学における動物実験代替法に関する国際会議（カナダ） 

   情報収集のため委員１名が参加 

・９月 レギュラトリーサイエンスに関する国際会議（ＧＳＲＳ）２０２３（イタリア） 

   意見交換及び情報収集のため委員１名及び事務局職員３名が参加 

・９月 ＪＭＰＲ（米国） 

   ＷＨＯエキスパートとして委員１名及び事務局職員１名が参加 

・９月 ＥＵＲＯＴＯＸ２０２３（スロベニア） 

情報収集のため事務局職員１名が参加 

 ・10 月 ニュージーランド食品基準機関ＦＳＡＮＺとの意見交換会、培養肉製造企業訪問（オーストラリア・ニュージー

ランド） 

  意見交換及び情報収集のため委員１名及び事務局職員１名が参加 

  ・10月 シンガポール食品庁（ＳＦＡ）主催 新規食品規制に関する座談会（シンガポール） 

  意見交換及び情報収集のため委員１名及び事務局職員１名が参加 

・12月 国際アレルギー学会（ＷＡＣ）（タイ） 

  情報収集のため委員１名及び事務局職員１名が参加 

・２月 第 39回ＯＥＣＤ農薬作業部会（フランス） 

意見交換及び情報収集のため事務局職員１名が参加 

・３月 第 63回米国毒性学会（米国） 

 意見交換及び情報収集のため委員１名及び事務局職員３名が参加 

 

  コーデックス委員会 

  ・４月 第 16回食品汚染物質部会 

   政府代表団として事務局職員１名が参加 

 

第９ 国際協調の推進 

国際的な貢献や科学的知見の充実、海外の機関との連

携・協力体制の強化など国際協調を推進するため、以下

の取組を行う。 

 

１ 国際会議等への委員及び事務局職員の派遣 

以下のスケジュールで開催される国際会議等（ウェブ

会議システム等を利用した会議を含む。）に委員、専門

委員及び事務局職員を派遣する。 

 

２０２３年５月 ＪＭＰＲトレーニングコース 

      ７月 国際食品保全学会年次学会（ＩＡＦ

Ｐ）２０２３ 

９月 ＥＵＲＯＴＯＸ２０２３ 

９月 

レギュラトリーサイエンスに関する国際会議（ＧＳＲ

Ｓ）２０２３ 

９月 ＪＭＰＲ 

２０２４年３月 米国毒性学会（ＳＯＴ） 

 

また、必要に応じ、このスケジュールのほかに開催

されることとなったコーデックス委員会各部会、国際

会合等に委員等を派遣する。 
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２ 海外の研究者等の招へい 

８月に、東京農業大学食品安全研究センターと共催で、欧州食品安全機関（ＥＦＳＡ）より専門家を招待し、細胞性食

品のリスク評価に関するワークショップを開催し、リスク評価に関する知見の充実を図った。 

２ 海外の研究者等の招へい 

新型コロナウイルス感染症の状況を注視し、海外の食品

安全に係る研究者及び専門家を招へいし、食品の安全性の

確保に関する施策の策定に必要な科学的知見の充実を図

る。なお、海外から専門家を招へいできない状況が続く場

合は、ウェブ会議システム等を利用して情報交換等を実施

する。 

３ 海外の食品安全機関等との連携強化 

６月にパラグアイ国立植物・種子品質・検疫機構（ＳＥＮＡＶＥ）の政府関係者の訪問があり、日本の食品安全に係る

リスク評価の仕組みについて紹介し、また８月にＥＦＳＡと定期会合を開催し、海外の食品安全機関等との連携強化を図

った。 

９月に開催した委員会 20周年記念シンポジウムにおいては、ＳＦＡ、米国食品医薬庁（ＦＤＡ）、ＥＦＳＡ、ＯＥＣＤ

から政府関係者や専門家を招待し、リスク評価機関が今後直面する新たな課題や新たな評価手法の導入に係るディスカッ

ションを通してリスク評価に係る国際的な知見及び動向について理解を深めるとともに、これらの食品安全機関等との連

携強化を図った。 

このほか、各国の食品安全に係るリスク評価・管理機関担当者がメンバーとなっているリエゾングループ（リスクコミ

ュニケーション（ＩＲＣＬＧ）、化学物質（ＩＦＣＳＬＧ）、微生物（ＩＭＦＳＬＧ）、リスク評価手法（ＩＬＭＥＲＡ

Ｃ））に参加して、情報提供及び情報収集し、その会議結果の情報共有を行った。 

３ 海外の食品安全機関等との連携強化  

海外の食品安全機関等との連携強化を図るため、ウェブ

会議システムやメール等を利用し、食品健康影響評価に関

する情報交換等を実施する。また、必要に応じ、委員会と

既に協力文書を締結している欧州食品安全機関（ＥＦＳ

Ａ）、豪州・ ニュージーランド食品基準機関（ＦＳＡＮ

Ｚ）、ポルトガル経済食品安全庁（ＡＳＡＥ）、フランス

食品環境労働衛生安全庁（ＡＮＳＥＳ）、ドイツ連邦リス

ク評価研究所（ＢｆＲ）及びデンマーク工科大学（ＤＴＵ）

と連携強化のための会合（ウェブ会議システム等を利用し

た会議を含む。）を開催するとともに、米国食品医薬品庁

（ＦＤＡ）、アジア諸国の食品安全機関等の他の外国政府

機関との情報交換、連携の構築を行う。その一環として、

令和５年の委員会の設立２０周年を記念して、海外のリス

ク評価に係る機関を招いた国際シンポジウムを開催する。 

４ 海外への情報発信 

英語版ホームページに、評価が終了した食品健康影響評価の要約及び海外からの関心も高いと思われる評価指針等の英

訳を掲載した。 

委員会の英文電子ジャーナルである「Food Safety – The Official Journal of Food Safety Commission」について、

vol.11 No.2（6月）、vol.11 No.3（9月）、vol.11 No.4（12月）及び vol.12 No.1（2023年 3 月）を科学技術情報発

信・流通総合システム J-STAGEに掲載した。また、これらは、2016年 3月以降に発行したバックナンバーも含め、PubMED 

Central（PMC）に収載され、国内外へ広く情報発信された。 

 

４ 海外への情報発信 

食品健康影響評価の概要、食品安全確保総合調査及び

食品健康影響評価技術研究の成果等の英訳を行い、順次

英語版ホームページに掲載する。 

食品安全に関する論文及び食品健康影響評価書の概要

等の英訳を掲載する英文ジャーナル「Food Safety-The 

Official Journal of Food Safety Commission of Japan」

を年４回発行するとともに、バックナンバーも含めた本

ジャーナルの PubMED Central (ＰＭＣ)への収載を通じ

て、国内外に広く情報発信していく。 
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参考資料

ー令和５年度食品安全委員会運営状況報告書（案）のポイントー

参考
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食品安全の基本的事項

１

■リスク評価
食品中に含まれるハザードの摂取（ばく露）によるヒ
トの健康に対するリスクを、ハザードの特性等を考慮
しつつ、付随する不確実性を踏まえて、科学的に評価
すること

■リスク管理
全ての関係者と協議しながら、技術的な実行可能性、
費用対効果、リスク評価結果等の様々な事項を考慮し
た上で、リスクを低減するために適切な政策・措置に
ついて、科学的な妥当性をもって検討・実施すること

■リスクコミュニケーション
リスクアナリシスの全過程において、リスクやリスク
に関連する要因などについて、一般市民、行政、メ
ディア、事業者、専門家といった関係者（ステークホ
ルダー）がそれぞれの立場から相互に情報や意見を交
換すること 25



１.委員会の運営全般

新型コロナウイルス感染症の５類感染症移行に伴い、５月より、委員会、専門調査会
等への傍聴者の現地受け入れを再開。YouTube 配信については引き続き実施。

２

[本体「第２委員会の運営全般」ｐ１～３］

令和５年度委員会開催回数
・食品安全委員会：41回
・専門調査会等：109回

令和５年度評価依頼数・評価終了数
・依頼数：85案件
・評価終了数：93案件

「食品安全委員会運営規程」
（平成15年７月１日食品安全委員会決定）

 「食品安全委員会専門調査会等運営
規程」（平成15年７月９日食品安全委員会決定）

「食品安全委員会が既に食品健康影響
評価の結果を有している評価対象につ
いて、食品安全基本法第24条の規定
に基づき意見を求められた場合の取扱
いについて」 
（平成21年10月８日食品安全委員会決定） 

「食品安全委員会における調査審議
方法等について」
（平成15年10月２日食品安全委員会決定）

 委員会決定の改正

専門調査会等への出席は、Web 会議システ
ムを利用した方法で行うことができること
を明文化する一部改正を行った（４月25日の
第897回委員会会合）。

評価書を改定せず評価結果を通知する場合
を明文化する一部改正を行った（10月10日の
第916回委員会会合）。

委員会における調査審議等のより一層の中
立性・公正性の確保を図るため、特定企業
との経済的利益関係に関する基準等につい
ての一部改正を行った（令和６年1月16日の第
925回委員会）。

 企画等専門調査会の開催

令和４年度食品安全委員会運営状況報告書について審議を行
い、了承された。
また、令和５年度の「自ら評価」案件選定の進め方について
審議を行い、案件の募集を進めることが了承された。

令和５年度食品安全委員会運営計画の実施状況の中間報告及
び令和５年度の「自ら評価」案件候補の選定について審議を
行った。

「自ら評価」案件候補の選定については審議の結果、提案さ
れた案件はいずれも「自ら評価」案件候補とはしない旨を委
員会に報告することとなった。
令和６年度食品安全委員会運営計画案について審議を行い、
一部修正の上、了承された。
さらに、令和５年度食品安全委員会緊急時対応訓練の実施結
果について事務局から報告を行うとともに、令和６年食品安
全委員会度緊急時対応訓練計画案についても審議を行い、了
承された。

第39回会合
(６月１日）

第40回会合
(11月17日）

第41回会合
(２月1日）

 事務局体制の整備

汚泥資源の肥料としての活用、牛のげっぷや家畜排せつ物由来の温室効果ガスの発生
を抑制する新たな飼料添加物等の実用化等の新興課題に対応する評価体制の強化を図る
ための定員を確保した。
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 委員会におけるＤＸの取組について

食品健康影響評価書（毒性試験データ）
のオープンデータ化に向けた検討

「デジタルトランスフォーメーション
（DX）推進に関する研究」の公募

情報収集・整理のデジタル技術を用いた
自動化に向けた検討

 食品健康影響評価書（毒性試験デー
タ）のオープンデータ化に向けた調
査を実施した。

 食品健康影響評価書作成の効率化と、
評価書作成に伴い整理した毒性デー
タを国際的な形式で提供可能とする
データベース化について検討を行っ
た。

 令和５年度食品健康影響評価技術研
究において、８月３日から８月30日
までの期間で二次公募課題として公
募を行い、１課題を採択した。

 令和６年度食品健康影響評価技術研
究の優先実施課題として９月12日か
ら10月17日までの期間で公募を行い、
１課題を採択した。

 令和６年度にデジタル技術を用いた
食品の安全性の確保に関する海外の
最新情報の収集・整理の自動化に向
けた試行を実施するため、具体的な
実施方針の検討を行った。

３27



２.専門調査会開催状況（令和５年４月～令和６年３月）

専門調査会名 開催回数 調査審議案件

企画等専門調査会 ３回

・令和４年度食品安全委員会運営状況報告書について
・令和５年度食品安全委員会が自ら行う食品健康影響評価の案件選定の進め方について
・座長の選出、座長代理の指名
・令和５年度食品安全委員会運営計画の実施状況の中間報告について
・令和５年度食品安全委員会が自ら行う食品健康影響評価の案件候補の選定について
・令和６年度食品安全委員会運営計画について
・令和５年度食品安全委員会緊急時対応訓練結果
・令和６年度食品安全委員会緊急時対応訓練計画について

添加物専門調査会 ５回

・ポリビニルアルコール
・亜塩素酸水 
・座長の選出・座長代理の指名
・メチルセルロース 
・亜硫酸ナトリウム、次亜硫酸ナトリウム、二酸化硫黄、ピロ亜硫酸カリウム及びピロ亜
硫酸ナトリウム 

農薬第一専門調査会 10回

・チオベンカルブ
・ブタクロール
・イソチアニル
・１,３-ジクロロプロペン
・イミダクロプリド 

農薬第二専門調査会 ６回

・フェニトロチオン 
・ブロフラニリド
・イミシアホス 
・ヨウ化メチル
・カルベンダジム、チオファネートメチル及びベノミル 

農薬第三専門調査会 ５回
・１-メチルシクロプロペン
・フェンプロピジン 
・フェンメディファム 

農薬第四専門調査会 ８回

・発芽スイートルーピン抽出たんぱく質
・イソピラザム
・プロシミドン 
・ホスチアゼート 
・アセフェート 
・メタミドホス 
・フサライド
・フルペンチオフェノックス 

農薬第五専門調査会 ６回

・キノフメリン
・カルタップ、チオシクラム及びベンスルタップ 
・エスプロカルブ 
・スピロテトラマト
・ジンプロピリダズ

動物用医薬品専門調査
会 ８回

・ケトプロフェン
・ブロフラニリド
・ヒドロコルチゾン  
・ツラスロマイシン及びケトプロフェンを有効成分とする牛の注射剤（ドラクシンKP）
・フェノキシエタノール
・ブロフラニリドを有効成分とする鶏舎噴霧剤（リブケアFL）
・座長の選出・座長代理の指名
・フェノキシエタノールを有効成分とするすずき目魚類の薬浴剤（バイオネンネ）
・ランピースキン病生ワクチン（Bovilis Lumpyvax-E）を接種した牛に由来する食品の安
全性

器具・容器専門調査会 ４回
・食品用器具及び容器包装のポジティブリストの改正
・座長の選出・座長代理の指名
・食品用器具及び容器包装に既に用いられている物質（既存物質）のリスク評価の考え方

汚染物質等専門調査会 １回 ・座長の選出・座長代理の指名
・カドミウム

微生物・ウイルス専門調査会 ３回
・食品により媒介される微生物等に関する評価
・アニサキスのリスクプロファイル
・乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の改正

プリオン専門調査会 ６回

・ベルギーから輸入される牛、めん羊及び山羊の肉及び内臓
・牛海綿状脳症（BSE）国内対策の見直し（SRMの範囲）
・ドイツから輸入される牛、めん羊及び山羊の肉及び内臓
・スウェーデンから輸入される牛肉及び牛の内臓
・牛肉骨粉等の鶏・豚等用飼料への利用

かび毒・自然毒等専門調査会 １回 ・食品中のオクラトキシンAの規格基準の設定

遺伝子組換え食品等
専門調査会 12回

・JPAo012株を利用して生産された飼料添加物フィターゼ
・JPAo011株を利用して生産されたホスホリパーゼ
・Raα3114株を利用して生産されたプロテアーゼ
・チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシ（DAS1131）（食品・飼料）
・JPBL011株を利用して生産された飼料添加物α-アミラーゼ
・遺伝子組換え食品等の安全性評価基準改正の検討
・チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ（DP910521）（食品・飼料）
・JPAo006株を利用して生産されたリパーゼ
・座長の選出・座長代理の指名
・コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシMON95275系統（食品・飼料）
・LEU-No.4株を利用して生産されたL-ロイシン
・ML18456株を利用して生産したカンタキサンチン
・JPBL015株を利用して生産されたトランスグルタミナーゼ
・Saccharomyces cerevisiae NS470（CBS 615.94）株を利用して産生されたα-ガラクトシダーゼ
・Trichoderma reesei RF8694株を利用して生産されたフィターゼ

新開発食品専門調査会 ２回 ・座長の選出
・健康茶 血糖値対策500

肥料・飼料等専門調査会 10回

・ツラスロマイシン
・ツラスロマイシン及びケトプロフェンを有効成分とする牛の注射剤（ドラクシンKP）
・3-ニトロオキシプロパノール
・3-ニトロオキシプロパノールを有効成分とする飼料添加物
・タイロシン
・マルボフロキサシン
・マルボフロキサシンを有効成分とする豚の注射剤（フォーシルS）
・サルファ剤
・ジニトルミド
・2-デアミノ-2-ヒドロキシメチオニンイソプロピルエステル
・メチオニン
・アナカルド酸 ４

[本体「第２（２）企画等専門調査会の開催、（３）食品健康影響評価に関する専門調査会の開催」ｐ１,２］
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３.ワーキンググループ開催状況（令和５年４月～令和６年３月）

ワーキンググループ名 開催回数 調査審議案件

栄養成分関連添加物WG １回 ・座長の選出・座長代理の指名

薬剤耐性菌に関するWG ７回

・薬剤耐性（ＡＭＲ）対策アクションプランに係る食品安全委員会行動計画の
策定
・家畜に使用するアミノグリコシド系抗生物質
・薬剤耐性（ＡＭＲ）対策アクションプランに係る食品安全委員会行動計画
2016-2020 のフォローアップ
・ツラスロマイシンを有効成分とする牛の注射剤（ドラクシンKP） 
・座長の選出・座長代理の指名 
・ホスホマイシンナトリウムを有効成分とする牛の注射剤（動物用ホスミシンS
（静注用））
・「家畜等への抗菌性物質の使用により選択される薬剤耐性菌の食品健康影響
に関する評価指針」の改訂の検討 

評価技術企画WG ５回
・ベンチマークドーズ法へのベイズ統計学に基づく手法の導入
・疫学研究で得られた用量反応データへのベンチマークドーズ法の適用
・座長の選出・座長代理の指名 

有機フッ素化合物（PFAS）WG ６回 ・有機フッ素化合物（PFAS）
・座長の選出・座長代理の指名

５

[本体「第２（３）食品健康影響評価に関する専門調査会の開催」ｐ2］
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４.食品健康影響評価の審議状況（令和６年４月１日現在）
   [本体「第３の１リスク管理機関から食品健康影響評価を要請された案件の着実な実施」ｐ３~5］

６

区分 要請件数
注１、２）

うち

令和５
年度分

自ら評価
注５）

合計 評価終了件数
うち

令和５年度分
注８）

意見募集中
注４）

審議中
注３）

添加物 ３１５ ４ ０ ３１５ ３０８ ６ ０ ７
栄養成分添加物 ２ ０ ０ ２ ２ 0 ０ ０

香料 ７ ０ ０ ７ ７ ０ ０ ０
農薬 １４２２ ３８ ０ １４２２ １２５９ ３９ １ １６２

うちポジティブリスト関係 (５４６) （３） （－） (５４６) (４１３) (１) （－） (１３３)
うち清涼飲料水 (２５) （－） （－） (２５) (２５) （－） （－） （－）
うち飼料中の残留農薬基準 (５９) （－） （－） (５９) (４３) (－) （－） (１６)

動物用医薬品 ６７１ ９ ０ ６７１ ６５７ １６ ０ １４

うちポジティブリスト関係 (１４０) （－） （－） (１４０) (１３０) (２) (－) (１０)
器具・容器包装 ２５ ４ ０ ２５ ２３ ３ ０ ２
汚染物質等 ６８ ０ ３ ７１ ７１ １ ０ ０

うち清涼飲料水 (５２) （－） （－） (５２) (５２) (－) （－） （－）
微生物・ウイルス ２２ １ ２ ２４ ２４ １ ０ ０

プリオン ７０ ２ １４ ８４ ７５ ２ １ ８
かび毒・自然毒 １０ １ ５ １５ １４ ０ ０ １

遺伝子組換え食品等 ３９０ １６ ０ ４０６ ３６８ ９ １ ２１
新開発食品 ９１ ０ ３ ９４ ９４ ０ ０ ０
肥料・飼料等 ３２９ ８ ０ ３２９ ３０２ １２ １３ １４

うちポジティブリスト関係 (１４２) （－） （－） (１４２) (１２１) (１) (１０) (１１)
薬剤耐性菌 ７４ ２ １ ７５ ６７ ４ ０ ８

⾼濃度にジアシルグリセロールを含む
⾷品に関するＷＧ １ ０ ０ １ １ ０ ０ ０

食品による窒息事故に関するWG １ ０ ０ １ １ ０ ０ ０
放射性物質の食品健康影響に関するWG ２ ０ ０ ２ ２ ０ ０ ０
アレルゲンを含む食品に関するWG ０ ０ １ １ １ ０ ０ ０
有機フッ素化合物（PFAS）WG ０ ０ １ １ ０ ０ １ ０

その他（指定成分、アルミニウム等） ２ ０ １ ３ ３ ０ ０ ０
合計 ３５０２ ８５ ３１ ３５３３ ３２７９ ９３ １７ ２３７

（注） 
１ リスク管理機関から、評価要請後に取り下げ申請があった場合
には、その分を要請件数から減じている。

２ 評価の過程で新たに審議する必要がある案件が生じた場合には、
評価終了時にその案件数を要請件数に加算している。

３ 「審議中」欄には、審議継続の案件のほか、今後検討を開始す
るものを含む。

４ 「意見募集中」欄には、意⾒情報の募集を締め切った後に検討
中のものも含む。

５ 自ら評価案件については、「評価終了」の欄では、複数省庁に
通知したもの、通知が複数案件となったもの等について、その数
を記入しているものもある。

６ 「飼料中の残留農薬基準」欄については、ポジティブリスト制
度の導入に際して、飼料中の残留基準が設定された農薬について
の食品安全基本法第24条第２項に基づく意見聴取案件数である。

７ 「薬剤耐性菌」欄には、肥飼料・微生物合同調査会（H18.3.6〜
H27.8.24）で審議したものも含む。

８ ⾃ら評価案件は加算していない。

※ 表中（）内に数字を記載している行は、内数を表している。
※ “‐”及び“０”はいずれも該当がないことを示す。
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５. 評価ガイドライン等の策定等（令和５年度）

 遺伝子組換え食品等の食品健康影響評価に関する評価指針への改正

１．改正概要
○ これまでの国内外における食品健康影響評価で得られた科学的及び国際的な動
向等を踏まえて改正の検討を行い、改正案をとりまとめた。

【改正の主なポイント】
① 国際動向を踏まえた改正の必要性
② 2003年以降に用いられるようになった新技術（次世代シーケンサー（NGS）
等）に対応した 評価項目の検討

③ 改正した指針を技術的に補完するための技術的文書の検討

２．主な改正内容
◎「遺伝子組換え食品(種子植物)に関する食品健康影響評価指針（案）」

➡「遺伝子組換え食品（種子植物）の安全性評価基準」の改正案とりまとめ。

◎ 「遺伝子組換え微生物を利用して製造された添加物に関する食品健康影響評価
 指針（案）」
➡「遺伝子組換え微生物を利用して製造された添加物の安全性評価基準」の改正案とりまとめ。

[改正案の内容]（令和6年3月27日から4月25日まで意見・情報の募集を実施）
○ これまでに食品安全委員会で作成した他の評価指針との整合を考慮し、「～の安全性評価基準」
から「～に関する食品健康影響評価指針」と名称を改めた。

○ 新評価指針で用いる用語については、「食品の安全性に関する用語集」を参照する
こととした。

○ 科学技術の進歩を踏まえ、現状に合わない記載の削除等を行い記載事項を整理。
○ これまでの安全性評価基準の項目立てには重複する項目が多いことが指摘されていたことから、  
必要な項目に過不足がないよう細心の注意を払いつつ、重複項目を整理。

○ IgE結合能を確認する試験に「好塩基球活性化試験」を加えることなど、海外当局のガイドライ
ン等を参考に内容を更新。

○ シーケンス解析を評価指針に明示。
○ これまでの食品安全委員会における評価事例やCodexガイドラインを踏まえ、栄養改変等を目的
としている場合の評価の考え方を記載。

[評価実績を踏まえた技術的文書の作成]
 これまでの評価の中で整理してきた考え方等を文書化。
 専門調査会決定とし、柔軟に追加・更新を可能なものとする。
・検討事項

- Weight of evidence※を用いた段階的アプローチの考え方の検討
※OECDによると、総合的な結論に至るために組み立てたLoE(line of evidence)に個々に割り当てられた重みを考慮すること。

- History of safe use（食経験）の考え方の検討
-アレルゲン性の評価のアップデート（消化性試験の適用の考え方など）

・技術的文書について、遺伝子組換え食品等専門調査会で審議中。

【策定済みの評価基準】
・遺伝子組換え食品（種子植物）の安全性評価基準（2004年1月）
・遺伝子組換え植物の掛け合わせについての安全性評価の考え方（2004年1月）

- 宿主の代謝系の改変が行われた遺伝子組換え植物の掛け合わせ品種の安全性
評価について（2017年12月遺伝子組換え食品等専門調査会決定）

- 遺伝子組換え植物の安全性評価における系統の考え方について(2018年4月遺伝子組換
え食品等専門調査会決定)

- 遺伝子組換え植物の掛け合わせについての安全性評価の考え方（《遺伝子組換え植物
の掛け合わせについて》（１）ａ）の「当面の間」の解釈（2019年11月遺伝子組換え
食品等専門調査会決定）

（参考：評価依頼の推移）

［本体「第３の２評価ガイドライン等の策定等」ｐ５]
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１．改正概要
（１）ベイズ推定の活用（令和５年９月12日委員会決定）
○ 近年の計算科学の進歩やソフトウェアの開発が進んできたことを背景とし、ベイズ
推定をベンチマークドーズ法（以下「 BMD法」という。） に活用することが可能
になっている。

○ ベイズ推定は、少数のデータのもとでも推定の結果が安定しやすいこと、過去の研
究結果を考慮することで推定の精度を高めることなどの利点がある一方で、ベイズ
推定を活用する際の留意点や課題もある。

○ それらを「ベイズ推定を活用したBMD法を使用する際の考え方について」 とした文
書に取りまとめ、「食品健康影響評価におけるベンチマークドーズ法の活用に関す
る指針[動物試験で得られた用量反応データへの適用]」（令和元年10月委員会決定。
以下「 BMD指針」という。）の別添とした。

（２）疫学研究への適用（令和６年４月９日委員会決定）
○ これまでのBMD指針では、動物試験で得られた用量反応データへBMD法を適用する
場合を対象としていたところであるが、疫学研究で得られた用量反応データに適用
する場合については、そのデータ特性が大きく異なることを踏まえて、疫学研究で
得られた用量反応データへ適用する場合についての項目を追加した。

○ 疫学研究データの特徴としては、様々な研究デザイン、対象集団、ばく露状況、交
絡要因など、動物試験とは異なる考慮すべき事項が多くある点である。集団の属性
（性別、年齢、人種など）の違いや、対象集団のばく露状況の推定方法、交絡要因
の調整など、 BMD法に適用できるようなデータを収集し、選択するところが特に重
要な点となる。

【BMD法とは】
化学物質や要因のばく露量と当該物質等によりもたらされる有害影響の発生の頻度又
は量との関係（用量反応関係）に、数理モデルを当てはめて得られた用量反応曲線か
ら、有害影響の発現率等の反応量に関してバックグラウンドに比して一定の変化
（Benchmark Response: BMR）をもたらす用量（Benchmark Dose: BMD）及びそ
の信頼区間の下限値であるBenchmark Dose Lower confidence limit（BMDL）を算
出し、それをリスク評価におけるPOD（Point of Departure）として役立てる方法。

 「食品健康影響評価におけるベンチマークドーズ法の活用に関する指針」の一部改正

別添の構成及び各項目の概要

１．はじめに
別添文書作成の背景。近年の計算科学の進歩やソフトウェアの開発により、ベイズ推定をBMD法に活用する
ことが可能となり、WHOやEFSAのガイダンス等ではベイズ推定を利用することが推奨されるようになってき
ていること等

２．ベイズ推定を活用したBMD法とは
ベイズ推定についての簡単な説明。これまでの頻度論とベイズ推定の違い、ベイズ推定ではパラメータを確率
変数とみなして確率分布を推定すること、ベイズ推定を活用することの利点等

３．事前分布の設定
ベイズ推定を使う際に極めて重要となる事前分布を設定する際に考慮すべき点。

４．モデル平均化と個別数理モデルの選択
数理モデルの不確実性に対処するため、ベイズ推定においてもモデル平均化を優先する旨及びその例外につい
て

５．結果の評価における留意点
モデリングの評価において、複数の事前分布から得られた結果等を比較して事前分布の影響等を検討する旨

６．結果の文書化
用いた事前分布の根拠について文書化する旨

７．今後の取組
引き続き国際動向や科学的知見を注視していく旨

２．主な改正点
（１）ベイズ推定の活用（令和５年９月12日委員会決定）
○別添「ベイズ推定を活用したBMD法を使用する際の考え方について」の構成及び概要

（２）疫学研究への適用（令和６年４月９日委員会決定）
○「Ⅱ．疫学研究で得られた用量反応データへの適用」の抜粋及び概要

「Ⅱ．疫学研究で得られた用量反応データへの適用」の抜粋及びその概要

１．BMD法を適用する用量反応データの収集、選択
（１）疫学研究結果の収集
利用可能な全ての疫学研究結果を系統的に収集する旨。その際、専門家の関与の下、動物実験の結果やメカ
ニズム等に基づき、因果関係が確認又は示唆されている健康影響等を、総合的に判断し選定する旨。

（２）データセットの選択
整理すべき項目を挙げるとともに、専門家の関与の下、信頼性が高く、PODを求めることが妥当と判断し得
る適切なデータセットを選択する旨。

（３）原データの入手
より詳細な解析が可能となるため、可能な限り原データ（個別の研究対象者のデータ）を活用することが望
ましい旨。

（４）データセットの統合
データセットが複数存在する場合、より精緻な検討を行うため、専門家の関与の下、データセットを統合し
て解析することが可能である旨。

２．BMRの設定
毒性学的又は臨床医学的若しくは公衆衛生的観点から、専門家の関与の下でBMRを設定する旨。
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 「自ら評価」を行う案件（令和５年度）

９

スケジュール決定 案件公募 審議
案
件
の
選
定
な
し

 第39回企画等専門調査会
（６月１日）で決定。

 ７月１日から１か月一般公募及び食
品安全モニター、地方公共団体の食
品安全担当職員等からも募集し、６
件の提案があった。

 第40回企画等専門調査会、第41回
企画等専門調査会において審議。

 第928回委員会会合において、今年
度において、「自ら評価」案件とし
て選定されたものはなし。

 「自ら評価」の結果の情報提供等

「アレルゲンを含む食品のファクトシー
ト（そば類、えび・かに）の作成に向け

た科学的知見の調査」を実施
（令和５年度調査事業）

「アレルゲンを含む食品」

乳児の健康被害を予防啓発するため、
ウェブページを５月に開設※。

「クロノバクター・サカザキ」

※「粉ミルクは無菌とは限りません！飲む直前に70℃以上のお湯で調乳し、
速やかに消費しましょう」がメインメッセージ。

６.「自ら評価」を行う案件の推進 [本体「第３の３「自ら評価」を行う案件の推進」ｐ６］

審議の結果、「自ら評価」を行う案件として、選定されたものはなかった。

「アレルゲンを含む食品」及び「クロノバクター・サカザキ」の２つについて、情報提供等を実施した。
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 食品健康影響評価（案）概要：
 調査審議の対象：PFOS、PFOA、PFHxS
 耐容一日摂取量：PFOS 20 ng/kg体重/日、PFOA20 ng/kg体重/日、PFHxSは十分な知見は得られておらず現時点で指標値の算出は困難。
 国内推定摂取量：PFOS 0.6~1.1ng/kg体重/日、PFOA 0.066~0.75ng/kg体重/日であり、耐容一日摂取量よりも低い状況。※限られた知見であり推定値の不確実性に留

意を要する。
 今後の課題：

 PFOS、PFOA、PFHxS以外のPFAS分子種に関する情報収集
 PFOS、PFOAに関する健康影響の機序・疫学研究・BMD/用量推計モデル検討・ばく露情報の集積
 血中PFAS濃度測定実施に際しては、目的・対象者・実施方法等についての慎重な検討
 リスク管理に際しては、今回設定した耐容一日摂取量を踏まえた対応に向け、ばく露媒体（飲料水、食品等）の濃度分布データの収集、及び高い濃度が検出された媒体

に対する対応
 リスク評価の結果とリスク管理の現状に係る、正しい情報に基づく丁寧なリスクコミュニケーション

 有機フッ素化合物（PFAS）（令和４年度「自ら評価」選定案件）

１０

（上）PFAS記者ブリーフィングの様子

（左）PFASオンラインセミナーの様子

PFAS WGにおける審議：令和５年2月から令和６年１月までの７回

PFASに関するリスクコミュニケーション

報道関係者向け
ブリーフィング

Q＆Aをウェブ
ページで公開

食品安全オンラ
インセミナーの

開催

 有機フッ素化合物
（PFAS）の食品健
康影響評価書（案）
を公表した当日（１
月）に、報道関係者
向けのブリーフィン
グを対面にて実施。
（説明者：姫野
PFAS WG座長）

 評価書（案）公表当
日にPFAS評価書
（案）に関するQ＆A
をウェブページにて
公開・随時更新。

 ２月に一般消費者、
関係事業者、自治体
職員などを対象に、
食品安全オンライン
セミナー「有機フッ
素化合物（PFAS）
の食品健康影響評価
書（案）」を開催
（講演者：浅野委員、
姫野PFAS WG座
長） 。
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１ 評価の結果に基づく施策の実施状況の調査結果について
リスク管理機関に対し、令和３年10月１日から令和４年９月30日までにリスク評価結

果を通知した品目について、リスク管理措置に適切に反映されているかを確認する施策
の実施状況調査（第28回）を令和５年10月に開始し、令和６年６月４日の第941回食品安
全委員会においてその概要を報告。

≪施策の実施状況一覧表（令和5年９月30日時点）≫ 
※ 各項目中、上段は件数、下段は対象件数中の割合
※ 複数の分野に関係するものは、それぞれの分野に計上

注：表中のa～dの区分について
a：規格基準を設定する等の

 リスク管理措置が講じられたもの。
b：規格基準を設定する等の
リスク管理措置の方針が決定済みで、
実施に向けて手続中のもの。

c：審議会等で審議中のもの。
d：審議会等の開催に向けて準備中のもの。

≪調査の目的≫
食品安全基本法第23条第１項第４号の規定に基づき、関係行政機関（リスク管理機関）の

施策（リスク管理措置）の実施状況を監視するための調査を行い、食品安全委員会が行っ
た食品健康影響評価がリスク管理措置に適切に反映されているかを把握するもの。

≪調査対象品目（計174件）≫
食品安全委員会がリスク管理機関に食品健康影響評価結果を通知した下記品目

（１）令和３年10月1日から令和４年９月30日の間に通知を行った品目（97件）
（２）令和３年９月30日以前に通知が行われたが、前回調査で具体的なリスク管理措置が

講じられていなかった品目（77件）
※（２）の77件は今回調査の結果、24件はリスク管理措置済み、4件はリスク管理措

置に向けて手続中、11件は審議会等で審議中、38件は審議会等の開催に向けて準備中
との結果であった。

７.食品健康影響評価の結果に基づく施策の実施状況の監視
[本体「第４の１食品健康影響評価の結果に基づく施策の実施状況の調査」ｐ６］

＜審議会等の開催に向けて準備中の背景＞
①基準設定に必要な海外データの収集が必要
②薬剤耐性菌のデータの収集が必要
③ARfDのデータの収集が必要 等

１１

前回調査の基準日 今回調査の基準日
令和4年9月30日 令和5年9月30日

令和3年10月1日

＜今回調査＞ (2)の品目のうち、

前回調査までにリスク管理措置

が講じられていなかったものに

ついて、リスク管理措置の実施

状況を調査

(2) 令和3年9月30日

までにリスク評価結果

の通知を行った品目

＜前回調査＞ (2)の品目につい

て、令和4年9月30日までのリスク

管理措置の実施状況を調査

＜今回調査＞ (1)の品目につ

いて、この期間のリスク管理

措置の実施状況を調査

(1) 当該期間にリスク評価結

果の通知を行った品目

2022/9/30
2021/10/1

2023/9/30

食品添加物

農薬

動物用医薬品

器具・容器包装

汚染物質

微生物・ウイルス等

プリオン

かび毒・自然毒等

遺伝子組換え食品等

新開発食品

肥料・飼料等

薬剤耐性菌

その他

合計

a.リスク管理
措置済み

b.リスク管理措置に
向けて手続中

c.審議会等で
審議中

d.審議会等の開催
に向け準備中

72%
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50%

5

83%

44

49%
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0
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0

0
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1
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1
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0
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0

0

0%
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6

100%

0
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0

0%

4

4%

1

0

100%

0

0%

0

0

0%

0
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1

0%

0

0%

0
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1
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0
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0

0%

0
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0

0
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0

0
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25%

0

0

0%

0
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 分野別提案・報告件数

※複数の分野に関係するものは、主たる分野にのみ計上
複数の省庁に関係するものは、それぞれの省庁に計上

※ 食品安全モニター制度
1. 食品安全委員会が行った食品健康影響評価（リスク評価）に基づいて各省庁が行う施策の実施状況につ

いて報告を受けること
2. 当委員会の運営に関する改善点に関して提言を受けることにより、食品の安全性の確保に係る施策の推

進を図ること
を目的とした制度。

８.食品安全モニターからの報告等

  鳥インフルエンザ流行時における、鶏卵・鶏肉の
安全性に関するリスクコミュニケーションについ
て

  冷凍食品に起因した食中毒に関するリスクコミュ
ニケーションについて

  持ち運び可能な容器に入れた飲料の安全性につい
て

  アロマオイルの経口摂取について
  人工甘味料について
  袋詰め加工食品の原材料表示について
  食品アレルギー特定原材料表示について

[本体「第４の２食品安全モニターからの報告」ｐ６、7］

１２

分野 ※ 　　　　関　係　省　庁
件数 厚生労働省 農林水産省 消費者庁 食品安全委員会

食品添加物 2                 2                 -                  -                 -                  

農薬 2                 2                 1                  -                 1                  

汚染物質等 -                 -                 -                  -                 -                  
器具・容器包装 -                 -                 -                  -                 -                  
微生物・ウイルス等 4                 4                 1                  -                 2                  
かび毒・自然毒等 -                 -                 -                  -                 -                  
遺伝子組換え食品等 -                 -                 -                  -                 -                  
ゲノム編集食品 -                 -                 -                  -                 -                  
新開発食品 -                 -                 -                  -                 -                  
リスクコミュニケーション 9                 8                 3                  4                 9                  
いわゆる「健康食品」 -                 -                 -                  -                 -                  
アレルギー物質 1                 1                 -                  1                 -                  
食品表示 6                 1                 1                  5                 -                  
その他 4                 4                 3                  1                 1                  
合計 28               22               9                  11               13                

※このほか、食品安全モニターに対する「食品の安全性に関する意識等について」
の調査を令和６年１～２月に実施し、その結果を取りまとめを行っている。

食品安全モニターから
28件の提案

  食品安全モニター（令和５年度：470名）から、日
頃の生活の中で気が付いた食品安全に関する課題や問
題点について、随時、提案・報告を受け付けた。
  令和５年４月１日～令和６年３月31日までに28件の
提案・報告を受けた。

基準（※）の全てに該当すると思われるものについては、関
係省庁に共有することにとどまらず、回答を求める予定。

【※基準】
a.これまでにない新たな内容であるもの
b.重篤で広範囲にわたる健康影響に発展する可能性が含まれるもの
c.具体的で実現可能性が高いと考えられる提案等が含まれるもの

提案内容
（一部抜粋）
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② 甘味料アスパルテームの発がん性について

（提案内容）
世界保健機関（WHO）よりアスパルテームの発がん性について発表

されたが、日本におけるリスク評価はどのようになっているか。また、
色々な添加物に対して不安を煽るような報道や情報の流し方がされるこ
とが多いが、そもそもADIは無毒性量の1/100で設定されており、極め
て大量に摂取しないと当該の疾患にはならないと考える。
しかし、その点の周知がされておらず、不安だけ先行している気がす

る。食品添加物は、食生活を豊かにするものであり、悪者にされるもの
ではない。
アスパルテームのリスク評価を行ってほしいと思うが、ADI等の基準

を明確にし、その意味をしっかり伝えることも大事である。具体的な例
（毎日、ダイエットコーラを30L飲み続けると危ない等）を挙げるよう
な、分かりやすい情報提供でないとただアスパルテームは危ない物とい
う理屈だけが先行する。
糖質制限を余儀なくされる方にとって、少量で甘みを感じられる食品

添加物は食生活を豊かにするものである。食品添加物の基準の表現につ
いて、分かりやすくする必要があると提言する。

 主な提案・報告内容の概要

① 冷凍食品に起因する食中毒に関するリスクコミュニケーションに
ついて

（提案内容）
米国では昨年アイスクリームが原因食品のリステリア菌による食中

毒が報告されている。リステリア菌による食中毒を防御するため、日
本国内においても十分な製造及び衛生管理が必要と思われる。
国内ではリステリア菌に起因する食中毒事例の報告は少なく、アイ

スクリームをはじめとした冷凍食品による食中毒も国内消費者にはあ
まり知られていない。リスク管理機関でも食中毒に関する情報発信を
行っているが、冷凍食品に関する注意喚起は多くない。
リステリア菌は十分な製造管理及び妊婦・高齢者等のハイリスク者

における衛生管理に注意を払うべく重要な食中毒菌と思われるが、消
費者にはあまり知られていない。
食品安全委員会において、リステリア菌に関する評価を行い、その

評価書や食中毒事例を紹介・公表してはどうか。また、米国での発生
経緯や米国で実施された衛生管理方法の改善策等の情報をFDA等に共
有してもらい、国内乳業メーカーをはじめ多くの冷凍食品製造業者や
消費者に対し情報提供してはいかがか。

【参考】食中毒統計資料（厚生労働省ウェブサイト）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/sy
okuchu/04.html

１３

（食品安全委員会の対応）
・2013年に「食品中のリステリア・モノサイトゲネス」として評価

https://www.fsc.go.jp/fsciis/evaluationDocument/show/kya20120116331
・リスク管理機関へ共有

（食品安全委員会の対応）
・2023年7月にアスパルテームに関するQ&Aを公開

https://www.fsc.go.jp/foodsafetyinfo_map/aspartame.html
・リスク管理機関へ共有
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 ロードマップ（令和元年８月２７日改正）の概要
透明性の確保のため、各事業の運用の根拠と方針を明確化
・「食品安全委員会食品健康影響評価技術研究の実施について」、「食品安全委員会食品安全確保総合調
査の実施について」に基づいて運用

・翌年度の「食品健康影響評価技術研究及び食品安全確保総合調査の優先実施課題」を策定
・公募等により、研究課題・調査課題の選定を実施
・課題の選定に当たり、短期的又は中・長期的な活用を視野に入れ、研究・調査の効率的な組み合わせを
考慮

・国内外の研究機関との情報交換の促進
・他省庁が所管する研究事業・調査事業との連携

研究事業・調査事業の評価指針に基づく評価を明確化
（１）研究課題・調査課題の評価
・「食品安全委員会食品健康影響評価技術研究の評価に関する指針」、 「食品安全委員会食品安全確保総
合調査の評価に関する指針」に基づき、研究・調査企画会議において評価（事前・中間・事後）を実施

・研究・調査の成果のリスク評価への活用状況について追跡評価を実施
（２）研究事業・調査事業のプログラム評価の実施
・研究・調査企画会議において、事業全体についてのプログラム評価を実施（事業の総体としての目標の
達成度合い、副次的成果等）

・評価結果を事業全般の改善に活用

より一層の成果を得るため、成果の活用について明記
・リスク評価の各段階で成果の活用を図り、関係府省とも共有
・ホームページにおける公表、成果発表会の実施
・査読のある学術誌での公表促進

◎ 研究事業・調査事業の実施

◎ 研究事業・調査事業の評価

◎ 研究・調査の成果の活用

リスク評価に活用できる成果を得るため、以下の（１）～（３）に焦点を当てて
研究・調査を実施
（１）ハザード・ばく露実態の評価に必要な科学的知見の集積
① ハザードの特性に関する科学的知見、ばく露量推定の精緻化やバイオマーカーを
用いたばく露量推定手法等のばく露評価に活用できる科学的知見の収集

② 食品の開発・生産・加工及び食品用器具・容器包装の原材料、食品添加物等
への最先端の科学技術（ゲノム編集技術、ナノテクノロジー等）の応用に対応し
たリスク評価に必要な情報の収集・分析

（２）健康影響発現メカニズムの解明
① 我が国の食生活に由来するハザードに関する健康影響発現メカニズムの解明
② 通常無害とされる食品を摂取した際に健康影響が発現する集団における発症
メカニズム

③ 実験動物の毒性所見からヒトの健康影響発現に外挿する際の妥当性の検証
④ リスク評価に当たって必要な微生物及び化学物質による健康影響発現メカニズム
の解明

（３）新たなリスク評価方法等の活用
① 新たなリスク評価方法の我が国への導入
② 既存のデータ等の活用によるリスク評価方法の確立
③ 「３Ｒの原則」の観点からの新たなリスク評価方法の導入や実験方法の改善
④ リスク評価結果に関する国民等の理解と定着

◎ 研究・調査の方向

９.食品の安全性の確保に関する研究・調査事業の推進 [本体「第５食品の安全性の確保に関する研究・調査事業の推進」ｐ７～９］

○ 今後５年間に推進すべき研究・調査の方向性を明示した「食品の安全性の確保のための研究・調査の推進の方向性について」（ロードマップ）に基づき、食品健康影
響評価技術研究事業及び食品安全確保総合調査事業の計画的・戦略的実施を図っている。
※ロードマップは概ね５年程度おきに見直すこととされており、令和６年度の改正を目指して令和５年１１月の研究・調査企画会議事前・中間評価部会から検討を開始した。

○ 「食品健康影響評価技術研究及び食品安全確保総合調査の優先実施課題（令和６年度）」に基づき、令和６年度研究課題について、公募、事前評価を経て採択を行っ
た。（令和６年度から食品健康影響評価を担う若手専門家の育成枠を新設して２課題を採択した。）

○ 令和５年度に実施中の研究課題及び既に終了した調査・研究課題の成果並びにその活用について、中間評価、事後評価及び追跡評価を行った。
○ 研究・調査事業の総体としての目標の達成度合い、実施したプロセスの妥当性や副次的成果等について評価するプログラム評価※を行った。

※プログラム評価は、５年ごとを目安に、事業全体として効果的かつ効率的に評価を実施する。
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＜評価結果＞

〇研究事業：総合評価A＜プログラム評価＞
○ プログラム評価とは、食品安全委員会が実施する研究事業・調査事業の総体と

しての目標の達成度合いや副次的成果等についての評価をいう。評価は５年ご
とを目安に実施することとされており、前回評価は令和元年度に実施し、今回、
令和５年度に実施した。

○ 評価項目は以下のとおりであり、各評価項目の判定を踏まえ、研究事業又は調
査事業に対する総合的な評価として、S、A、B、Cの４段階で判定を行う。

○ 令和５年度の評価は、研究事業、調査事業ともに総合評価はA判定であった。

評 価 項 目 評 価 基 準 

Ⅰ 
必 要 性 

（研究・調査制度
の意義） 

 
行政的意義及び目的の妥当性等の観点から評価する。 
 

１ 科学的・技術的意義 
（ガイドライン、評価の考え方、評価書の作成等のために必要か） 

２ 社会的・経済的意義 
（食品健康影響評価の発展、新たな評価方法の開発、人材育成等に必

要か） 
３ 国費を用いた制度としての意義 

  （国自らが取り組む必要があるか) 
 

Ⅱ 

効 率 性 
（研究・調査制度
運営方法の妥当

性） 

 
制度運営方法の妥当性の観点から評価する。 
 

１ 研究課題及び調査課題の選定手続きの妥当性 
２ 研究課題及び調査課題の評価方法の妥当性 
３ 投入された資源（予算）の規模及び配分の妥当性 

 

Ⅲ 

有 効 性 
（研究・調査制度
の目標の達成度、
社会等に及ぼす

効果） 

 
目標の達成度、社会・経済への貢献等の観点から評価する。 
 

１ 目標（「食品の安全性の確保のための研究・調査の推進の方向性に
ついて」（食品安全委員会決定）に対する実績の評価）の達成度 

２ 目標の今後の達成可能性 
３ 行政事業への貢献（食品健康影響評価等への貢献） 
４ 社会への波及効果 

（レギュラトリーサイエンスへの貢献、人材育成等） 
 

 

１５

【総合コメント】

・必要性、効率性、有効性の観点から研究制度は概ね目標を達したものと 評価する。

 ・ロードマップの “健康影響発現メカニズムの解明” に対する採択課題 数が他と比
べるとかなり少ない。例えば若手奨励研究事業を設けて研究 を募るなど、応募課題
を増やす工夫が求められる。

 ・リスク評価に携わる人材の確保、特に若手や女性研究者の育成の観点に も考慮
することが望まれる。
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（研究・調査制度の意義）

		

行政的意義及び目的の妥当性等の観点から評価する。
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＜令和４年度終了 食品健康影響評価技術研究の事後評価 結果一覧＞

研究課題名 主任研究者
（所属組織）

評価結果
総合点
(20点)

研究の
妥当性
(5点)

目標の
達成度
(5点)

成果の
有用性
(10点)

①ハザード・ばく露実態の評価に必要な科学的知見の集積

ノロウイルスによる健康被害実態及び食品
寄与割合の推計に関する研究

上間 匡
(国立医薬品食品
衛生研究所)

12.8 3.6 3.0 6.1

新生児期から乳幼児期におけるメチル水銀
の曝露評価

龍田 希
(東北大学) 17.6 4.8 4.1 8.8

鶏肉のフードチェーンを通じたカンピロバ
クターの定量的動態解析とリスク低減効果
の評価に向けた研究
※ 当初は２年計画の研究であったが、主任研究者と分担
研究者が交代した上で、研究は１年で終了した。

窪田 邦宏
(国立医薬品食品
衛生研究所)

13.9 4.1 3.1 6.6

②健康影響発現メカニズムの解明

無機ヒ素のヒト体内での健康影響発現メカ
ニズムに関する研究

魏 民
(大阪公立大

学)
16.1 4.4 4.1 7.6

③新たなリスク評価方法等の確立

国際動向に立脚した農薬代謝物の新たなリ
スク評価手法に関する研究

小野 敦
（岡山大学) 17.3 4.5 4.4 8.4

乾燥・貧栄養ストレス下で生残する食中毒
細菌のフードチェーンにおける動態解明と
食中毒リスク予測手法の開発

小関 成樹
（北海道大学） 16.1 4.0 4.3 7.9

遺伝子組換え台木と非組換え穂木の間の生
体成分輸送に起因する食品安全性の評価点
解明

太田 大策
(大阪公立大学) 16.8 4.4 4.3 8.1

④その他

食品中の汚染物質のリスク評価手法に関す
る研究

岩澤 聡子
(防衛医科大学

校)
15.5 4.3 3.8 7.5

○ 調査事業：総合評価A

１６

【総合コメント】

・調査制度としては十分目標を達成しており、行政への貢献度も高い。 

・調査結果のリスク評価への利用については、利用率の低い年度もあるこ とか
ら、今後の活用を期待する。

・ロードマップの “健康影響発現メカニズムの解明” の項目について は、調査
事業としてこの項目の必要性や適格性を今後再考する必要がある。 

・調査事業に応募する事業体に偏在が見られることから、大学をはじめとする
新たな調査事業体の拡充等を図る必要がある。

40



＜令和５年度 食品健康影響評価技術研究 新規採択・継続課題一覧＞

研究課題名 主任研究者（所属組織） 採択年度

①ハザード・ばく露実態の評価に必要な科学的知見の集積

国内の鉛ばく露の実態と小児の神経発達への影響に関す
る研究

岩井 美幸
（国立環境研究所）

令和４年度

誘電泳動法を用いた細胞分離・捕足技術の確立による
Viable But Non-Culturable状態のカンピロバクタ―の
網羅的特性解析

小関 成樹
（北海道大学）

アニサキス食中毒リスク評価に関する調査研究 大西 貴弘
（国立医薬品食品衛生研究所）

Campylobacter jejuniにおける未解明な環境適応機構に
対する新しいアプローチの確立

山本 章治
（国立感染症研究所）

②健康影響発現メカニズムの解明

化学物質による非遺伝毒性発がんの新規リスク予測・評
価手法の開発

吉成 浩一
（静岡県立大学） 令和４年度

③新たなリスク評価方法等の確立

食品関連化学物質のリスク評価におけるリードアクロス
手法の適用と信頼性評価に関する研究

山田 隆志
（国立医薬品食品衛生研究所）

令和５年度
食品に含まれるトランス脂肪酸の摂取量推計に係る研究 近藤 一成

（昭和女子大学）

最新のベンチマーク手法をリスク評価に実装するための
課題に関する研究

松本 真理子
（国立医薬品食品衛生研究所）

リスク評価のデジタル化：情報収集と解析の自動化によ
る省力化と精度向上

小山 健斗
（北海道大学）

④その他

食品中に存在するナノ粒子のリスク評価手法に関する研
究

広瀬 明彦
（化学物質評価研究機構）

令和４年度
細胞培養技術を用いて製造される食肉のリスク評価手法
に関する研究

五十君 静信
（東京農業大学）

調 査 課 題 名

① アレルゲンを含む食品のファクトシート（そば類、えび・かに）の作成に向けた科
学的知見の調査

② パーフルオロ化合物に係る国際機関等の評価及び科学的知見の情報収集並びに整理

③ 農薬リスク評価に関する海外状況調査（令和５年度）

④ 食品安全委員会が地方自治体等と連携して行う食品安全に関する情報発信・リスク
コミュニケーションの強化に関する調査（令和５年度）

⑤ 新たな育種技術を活用した新規食品の安全性評価手法等に関する調査

＜令和５年度 食品安全確保総合調査＞

１７

研究課題名 主任研究者（所属組織） 採択年度

④その他（続き）

国際動向に鑑みた食品中の残留農薬に係る発達神経毒
性学分野のリスク評価手法に関する研究

桒形 麻樹子
（国立医薬品食品衛生研究所）

令和５年度
養殖水産動物における薬剤耐性指標細菌の設定及びモ
ニタリングの試行

臼井 優
（酪農学園大学）

アレルギー誘発性を有する植物に由来するタンパク質
の網羅的消化性評価

児玉 浩明
（千葉大学）
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＜食品健康影響評価技術研究及び食品安全確保総合調査の優先実施課題（令和６年度）（令和５年８月２９日 食品安全委員会決定）＞

１８

○ 研究事業及び調査事業において、「食品健康影響評価技術研究及び食品安全確保総合調査の優先実施課題（令和６年度）」を決定した。
※ ロードマップにおいて研究・調査の方向として、ハザード・ばく露実態の評価に必要な科学的知見の集積、健康影響発現メカニズムの解明、新たなリスク評価方法等の活用の３つの柱に

焦点を当てて実施するとされている

○ 令和６年度から、食品のリスク評価を担う若手の専門家の育成枠を設けて公募を実施した。（４課題応募があり２課題採択した。）

Ⅰ－２ 健康影響発現メカニズムの解明
食品中の化学物質・汚染物質の健康影響発現メカニズムに関する研究 ＜研究事業＞

化学物質・汚染物質のリスク評価における新たなエンドポイントに関する研究 ＜研究事業＞

食品により媒介される微生物等の特性及びその健康影響に関する研究 ＜研究事業＞

Ⅰ－３ 新たなリスク評価方法等の活用
食品分野における新食品及び新食品素材のリスク評価の手法の研究 ＜研究事業＞

新たなアプローチによる評価方法（NAMs）に関する研究 ＜研究事業＞

ベンチマークドーズ法（BMD法）のリスク評価への活用における課題を明らかにする研究
＜研究事業＞
デジタルトランスフォーメーション（DX）推進に関する研究 ＜研究事業＞

農薬の再評価に係る諸外国の状況調査 ＜調査事業＞

食品添加物に係る諸外国の状況調査 ＜調査事業＞

デジタルトランスフォーメーション（DX）推進に関する調査 ＜調査事業＞

Ⅰ－１ ハザード・ばく露実態の評価に必要な科学的知見の集積
ばく露量推定の精緻化に関する研究 ＜研究事業＞

食品中の化学物質・汚染物質のばく露と健康影響に関する研究 ＜研究事業＞

アレルゲンを含む食品のファクトシートのための科学的知見の収集等に関する調査 ＜調査事
業＞

Ⅱ その他の研究・調査課題
研究者からの提案に基づく研究

緊急性の高い食品健康影響評価に関する研究・調査

Ⅲ 食品健康影響評価を担う若手専門家の育成枠

食品健康影響評価の的確かつ継続的な推進に向けて、将来の食品のリスク評価を担う専
門家を育成することを目的として、研究事業の中で、若手研究者※を主任研究者とする
研究課題を一定程度採択する。研究課題については、Ⅰ及びⅡを含めて広く食品健康影
響評価に関するものを対象とする
※ 現時点の若手研究者の定義
令和６年４月１日時点において、年齢が、男性の場合は満 40 歳未満の者（昭和 59 年４月２日以降に生まれた者）、
女性の場合は満 43 歳未満の者（昭和 56 年４月２日以降に生まれた者）、又は博士号取得後 10 年未満の者。
ただし、産前・産後休業又は育児休業をとった者は、満 40 歳未満又は満 43 歳未満の制限に、その日数を加算するこ
とができる。

（参考）
研究委託費の規模(※間接経費を含む。)：年間200～300万円程度
研究期間：１年～２年
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研究課題名 主任
研究者 所属組織

評価結果

総合点
(20点)

研究の
妥当性
(5点)

目標の
達成度
(5点)

成果の
有用性
(10点)

食品健康影響評価における
OECD QSAR アセスメントフ
レームワーク(QAF) に基づく変
異原性評価法の実装

古濱 彩子
国立医薬品
食品衛生
研究所

16.0 4.4 3.9 7.8

人工知能技術を用いた農薬評価
書活用システムのフィージビリ
ティスタディ

竹下潤一

国立研究開
発法人産業
技術総合研
究所

15.6 4.4 4.0 7.3

ナノマテリアルの粒径閾値の設
定に向けた経口毒性解析に関す
る研究（※）

東阪 和馬 大阪大学 14.8 3.9 3.5 7.4

日本で食経験の乏しい昆虫を新
食品素材とする場合のリスク評
価に関する研究

伊藤 美千穂
国立医薬品
食品衛生
研究所

14.6 3.9 3.8 7.0

HEV を中心とした豚由来の食中
毒起因微生物のリスク評価に向
けた研究（※)

遠矢 真理
国立医薬品
食品衛生
研究所

14.3 3.9 3.4 7.0

ばく露量推定の精緻化に資する
食品の喫食量調査手法に関する
研究

平原 嘉親 摂南大学 13.6 3.9 3.0 6.8

調 査 課 題 名

① アレルゲンを含む食品のファクトシート（落花生）等の作成に向けた科学的知見の調
査

② くるみアレルギーに係る食品表示についてのファクトシート作成のための情報収集

③ 農薬リスク評価に関する海外状況調査（令和６年度）

④ 食品添加物の海外の評価結果及び科学的知見に関する情報収集

1９

＜令和６年度 食品安全確保総合調査＞＜令和６年度 食品健康影響評価技術研究新規採択一覧＞

※食品健康影響評価を担う若手専門家の育成枠

（参考）食品健康影響評価を担う若手専門家の育成枠とは（優先実施課題の抜粋）【再掲】

Ⅲ 食品健康影響評価を担う若手専門家の育成枠

食品健康影響評価の的確かつ継続的な推進に向けて、将来の食品のリスク評価を担う
専門家を育成することを目的として、研究事業の中で、若手研究者※を主任研究者とす
る研究課題を一定程度採択する。研究課題については、Ⅰ及びⅡを含めて広く食品健
康影響評価に関するものを対象とする

※ 現時点の若手研究者の定義
令和６年４月１日時点において、年齢が、男性の場合は満 40 歳未満の者（昭和 59 年４月２日以降に生まれた者）、
女性の場合は満 43 歳未満の者（昭和 56 年４月２日以降に生まれた者）、又は博士号取得後 10 年未満の者。
ただし、産前・産後休業又は育児休業をとった者は、満 40 歳未満又は満 43 歳未満の制限に、その日数を加算する
ことができる。

（参考）
研究委託費の規模(※間接経費を含む。)：年間200～300万円程度
研究期間：１年～２年
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10.リスクコミュニケーションの戦略的な実施 [本体「第６リスクコミュニケーション・情報発信の促進」p9～16］

２０

シンポジウムや意見交換会の開催、情報発信、講師派遣等を実施した。

※コロナの状況も落ち着いたことか
ら、報道関係者との意見交換会につ
いては直接的なコミュニケーション
を重視するため、対面のみでの開催
を再開した。また、一般向けの意見
交換会については、拡散性・利便性
を考慮するとともに、幅広く質問に
お答えするため、オンラインセミ
ナー形式を継続した。

設立20周年企画
（20周年

シンポジウム等）

意見交換会 情報発信 講師派遣

令和５年７月１日に食品安全
委員会が設立 20 周年を迎え
たことを記念した取組を実施。

 有機フッ素化合物（PFAS）
の食品健康影響評価書（案）
（１月、２月、３月）

 農薬の再評価に係る食品健康
影響評価～〜試験データを私
たちはどう判断するのか〜
（11月、３月）

 アスパルテームに関するQ＆A
（７月）

 PFOA及びPFOSに対する国際
がん研究機関（IARC）の評価
結果に関するQ&A（12月）

 「 有 機 フ ッ 素 化 合 物
（PFAS）」評価書（案）に
関するQ&A（１月） 

地方公共団体と共催での意見
交換会、地方公共団体や大学、
消費者団体等が主催する学習
会等への講師派遣を実施した。

 これまでの食品健康影響評価
の結果や意味をテーマ別に解
説する特別連載記事を公開
（6月～継続中）

 一般消費者向けに20年間の委
員会のあゆみやこれまでのリ
スク評価の主な成果をまとめ
た「記念誌」を作成（8月）

 記念式典及び国際シンポジウ
ム～リスク評価機関が直面す
る新たな課題とそれに対応す
るための体制整備～（9月）

 シンポジウム開催に先立ち、
報道関係者に事前解説・意見
交換（8月）

食品健康影響評価のプロセス
及び結果に関する透明性を確
保するため、報道関係者や一
般消費者、食品関係事業者、
地方公共団体職員等を対象に、
対面及びオンラインセミナー
（ウェビナー）形式で意見交
換会を開催。

国際機関による発がん性分
類結果の発表など、社会的
に関心が高い話題を中心に
Q&Aを作成。Facebookなど
のSNSやホームページを通
じたタイムリーな情報を発
信。

概
要

具
体
的
な
取
組
み

 主な取組み
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内 容

〇 アニサキス食中毒を防ぐには？
〇 食べ物に生えるかびはどんなもの？
〇 6月7日は世界食品安全の日
〇 食品の安全はどうやって守られているの？
－食品安全のしくみ

○Facebookの記事数・閲覧者数・いいね数の推移

11.様々な手段を通じた情報の発信 [本体「第６の１「様々な手段を通じた情報の発信」ｐ10～12］

○Facebookの記事の事例（閲覧数順）

投稿日 投稿内容 閲覧者数

R5.5.2 トンカツなど豚肉料理は中心部まで十分に加熱
を！

29,462
(※歴代9位)

R5.6.13 暑くなる季節の食中毒予防（その３：セレウス菌
に注意！）

28,487
(※歴代10位)

R5.5.18 暑くなる季節の食中毒予防（その２：ウエルシュ
菌に注意！） 27,883

R5.7.24 こども霞が関見学デー特設ページを公開しました 26,389

○キッズボックス

○広報誌「食品安全」
発行月 内 容

R５.７ ・「食品安全」発刊60号
・食品安全委員会の構成
・食品健康影響評価
・「食品により媒介される微生物等に関
する食品健康影響評価の手引き」作成
・食品に含まれる多環芳香族炭化水素の
ファクトシート
・リスクコミュニケーション
・研究・調査事業
・国際協調
・食品安全モニター公募
・ウェブサイトでの情報提供

２１

2年度 3年度 ４年度 5年度

記事数 203 192 203 169

閲覧者数 438,702 324,800 883,011 524,893

フォロワー数 5,578 6,753 7,633 7,951

※H29.4～

様々な手段を通じた情報の発信については、①年誌を含めた広報誌等の紙媒体、②ホームページ、Facebook、X、メールマ
ガジン、ブログ及びYouTubeを通じたネット媒体、③意見交換会等を通じた直接対話により実施。特にFacebook、Xについて
は、機動的な対応も含めた各種記事の配信に傾注。
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○Xの閲覧数の多かった投稿例（閲覧数順）
（食中毒の危険が高い食べ方など報道やインターネットで話題になっていたテーマについて発信）

○時季をとらえたポスト例
（12月ノロウイルス） （クリスマス、年末年始）（10月黄色ブドウ球菌）（梅雨セレウス菌）

（閲覧数130万） （閲覧数16万） （閲覧数10万）

○関係省庁との連携
（厚労省のポストをリポスト）
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〇令和５年度に公式YouTubeチャンネルで公開した主な動画

２３

世 界 食 品 安 全 の 日
「食品規格がいのちを救う」

食品安全オンラインセミナー
「 有 機 フ ッ 素 化 合 物
（PFAS）の食品健康影響評
価書（案）」

○ウェブサイト

食 品 安 全 セ ミ ナ ー
「 農 薬 の 再 評 価 に 係 る
食品健康影響評価」につい
て

・PFOA（パーフルオロオク
タン酸）及びPFOS（パーフ
ルオロオクタンスルホン
酸）に対する国際がん研究
機関（IARC）の評価結果に
関するQ&A

・川西徹委員インタビュー
「着色料として用いられる食
品添加物、二酸化チタンを解
説します」
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開催日 内容 主な対象者

5/18 微生物等に関する評価指針（山本委員長）
（100名）

食品関係事業者、一般消費者
(※ifia/HFE Japan2023にて講演)

8/10 低温調理は大丈夫？お肉の取扱いと食中毒予防（香
西委員）（150名参加） 一般消費者（岡崎市）

8/26 サプリメントの弊害と正しい摂り方（脇委員）（30
名参加） 京都府保険医協会

10/20 食品安全委員会の20 年 これまでの歩みと今後の展望
（浅野委員）（100名参加） 全国食品衛生監視員協議会

2/2 食品添加物の安全性評価（川西委員）
（150名参加） 一般消費者（大阪府）

12.「食品の安全」に関する科学的な知識の普及啓発 [本体「第６の２「食品の安全」に関する科学的な知識の普及啓発」ｐ12～15］
（解説講座・意見交換会・講師派遣・訪問学習受け入れ）

○「食品安全セミナー」（オンライン及び動画配信）

開催日 開催方法 内容 主な対象者

2/22 オンラインセミナー 「有機フッ素化合物（PFAS）の食品健康影響評価書（案）」（514名）
講師：浅野委員、姫野WG座長

食品関係事業者、一般消費者、
自治体職員等

3/28 オンラインセミナー 「農薬の再評価に係る食品健康影響評価」について（388名）
講師：浅野委員

農薬関係事業者、一般消費者、
自治体職員等

○地方公共団体との意見交換会（共催） ○講演（講師派遣）（31回開催） ※一部抜粋

開催日 受け入れ団体 内容

12/5 防衛医科大学校
・食品の安全を守る仕組みについて
・医系技官との情報交換
・親委員会傍聴

○学生・生徒の訪問受け入れ（対面）

２４

  食品関係事業者や行政関係者を主な対象とした講座を開催

 学校関係者を対象に、講演とグループワークを主体とした意見交換会を開催（共催）
 一般消費者等を対象に、地方公共団体が希望する情報を提供（講師派遣） 地方公共団体と連携

開催日 共催先 内容 主な対象者

8/25 佐賀県 食物アレルギーについて（100名） 一般消費者

10/16 沖縄県 食中毒について（30名） 高校生

12/1 京都府 身近な食品のリスク（カフェインの安全性について）（60名） 大学生

2/28 滋賀県 自治体が行うリスクコミュニケーションについて（20名） 食品衛生
監視員

括弧内の数字は申込又は参加人数
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13.「食品の安全」に関する科学的な知識の普及啓発 [本体「第６の３関係機関・団体との連携体制の構築」ｐ15～16］

（リスク管理機関との連携）

○関係省庁と連携した意見交換会
開催日 開催地 対象 内容

8/5,6 宮城県

児童
一般消費者

みやぎ元気まつり2023

9/1～3 東京都 GOOD LIFE フェア2023

10/28,29 大阪府 第11回咲州こどもEXPO2023

11/6 東京都
一般消費者

食品に関するリスクコミュニケーション「食品中の放射性物質と復興の歩み」
（対面＋オンライン会議システム）

11/15 大阪府

12/8 滋賀県

大学生

12/21 東京都

12/22 石川県

1/23 福島県

3/4 福岡県

★意見交換会への感想
•放射性物質の安全性について断片的には理解していたものの、系統だって説明を聞いて理解が深まった。
•保健所職員として、市民対応を含め、分かりやすく伝えるために今日の内容を使っていきたい。

２５

 関係省庁（消費者庁、厚生労働省、農林水産省、経済産業省）と連携し、児童、大学生、一般消費者を対象に意見交換会等を実施
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14.「食品の安全」に関する科学的な知識の普及啓発 [本体「第６の３関係機関・団体との連携体制の構築」ｐ15～16］

（報道関係者、関係団体、学術団体との連携）

開催日 テーマ

8/23 設立２０周年を迎えた食品安全委員会が開催する国際シンポジウムの事前解説
→9/1に実施した食品安全委員会設立20周年国際シンポジウムでの講演内容について、事前に記者向けに概要を解説。

11/27 「農薬の再評価に係る食品健康影響評価」について 〜試験データを私たちはどう判断するのか〜
→農薬の再評価において、各種試験成績や公表文献をどのように収集・評価するのか、また、どのようにして透明性を確保するのかについて解説。

1/26 有機フッ素化合物（PFAS）の食品健康影響評価書（案）に関する記者ブリーフィング
→PFASワーキングループが取りまとめた評価書（案）について、公開当日に記者向けブリーフィングを実施。

○報道関係者との意見交換会

26

学会名 内容

日本食品衛生学会 山本委員長：講演「リスク評価に基づく食中毒制御」

日本食品微生物学会 山本委員長 :講演「食品安全委員会の20年の歩みと今後の展望」

AOAC日本 山本委員長 :講演「食品微生物におけるリスクと予測微生物学」

日本毒性病理学会 浅野委員：講演「食品中化学物質の安全性評価」

※一部抜粋

(各学会にブース出展を実施した他、複数の学会大会要旨集に広告を掲載し、食品安全委員会の周知活動を行った)

 報道関係者を対象に、食品の安全に関する社会的関心が高いテーマについて、基礎的な科学的情報を提供

 学会等での委員による講演やブース展示を通して、関係団体や学術団体との連携強化
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７月１日に食品安全委員会が設立20周年を迎えたことを記念し、「食品安全委員会20周年記念式典及び国際シンポジウム」を９
月１日に三田共用会議所にて開催した。式典では、河野大臣の式辞に続き、消費者団体、海外政府機関、関係省庁の来賓代表よ
り祝辞をいただいた。国際シンポジウムでは、食品安全委員会委員のコーディネートのもと、シンガポール食品庁、米国食品医
薬品庁、欧州食品安全機関、経済協力開発機構および(一財)化学物質評価研究機構の講師による講演・議論を行い、リスク評価
機関が今後直面する新たな課題の対応に向けて国際連携の強化を図っていくことで合意した。

15．食品安全委員会20周年関連の取組み

■ 食品安全委員会20周年国際シンポジウム

＝ 国際シンポジウムテーマ ＝
第１部「リスク評価機関が今後直面する新たな課題」
第２部「新たな評価手法の導入」
第３部「将来に向けたリスク評価機関の体制整備」

＝ 国際機関等からの招聘講師 ＝
シンガポール食品庁 Tan Lee Kim氏
米国食品医薬品庁 Kristi Muldoon Jacobs氏
欧州食品安全機関 Carlos Goncalo Das Neves氏、Barbara Gallani氏
経済協力開発機構 Robert Diderich氏
（一財）化学物質評価研究機構 安全性評価技術研究所 広瀬 明彦氏

［本体「第６リスクコミュニケーション・情報発信の促進」p9、「第９の３海外の食品安全機関等との連携強化」ｐ19]

２７
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■ 食品安全委員会20周年記念誌

設立20周年を機に、記念誌「食品安全委員会の20年 ～日本の食品安全を守るために～」を発行した。
本冊子は、委員会の20年を振り返り、食品安全委員会設立の経緯や役割、これまで実施してきた主なリスク評価の成果につい
て、消費者の食生活との関わりを考慮しながら、写真や図表を多く盛り込んで作成したものであり、９月１日開催の国際シン
ポジウムにおいて来場者に配布した。また、本冊子は各種意見交換会や学会等で広く配布し、広報活動に活用している。

２８
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■ 特別連載記事（Web）
設立20周年を機に、これまで食品安全委員会が行ってきた数々の食品健康影響評価の中から、主要なテーマについて松永委員

が解説する特別連載記事を委員会ウェブサイトに掲載している。
一般消費者向けに、評価内容だけでなくその背景や、関係省庁（リスク管理機関）における評価結果の活用までの一連の流れ

等について解説している。不定期の連載として、2024年３月までに「トランス脂肪酸」「薬剤耐性(AMR)」「カンピロバク
ター」「健康食品」「アクリルアミド」 「プリオン（前・後編）」の７本を掲載。今後「かび・かび毒」や「カドミウム」を取
り上げる予定。

２９
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16.緊急時対応訓練の実施

３０

令和５年１月31日の第887回委員会会合において決定した令和５年度緊急時対応訓練計画に基づき、実務研修と確認訓練の２本立ての訓練設計に
より実施した。

【訓練で用いた仮想シナリオの概要】
１ 危害因子

農薬「マラチオン」
２ 原因食品

冷凍食品
３ 状況設定及び訓練の経過

10：00 厚生労働省から情報共有
（農薬混入による商品回収の情報）
10：30 食品安全委員会、農林水産省

が毒性情報に関する企業の発
表内容の誤りを指摘

11：20 厚生労働省から情報提供
（消費者向け注意喚起の資料の共有）
12：00 食品安全委員会ホームペー

ジ、Facebook及びXに厚労省
が情報を公表したことを投稿

15：30 当該緊急事態の案件に係るQ
＆ A を ホ ー ム ペ ー ジ 、
Facebook及びXに掲載
総括官会議開催（ウェブ開
催）

随時：食品安全委員会に国民や報道機関
からの問い合わせが相次ぐ。

○緊急時対応手順研修

 開催日：６月９日
 参加者：事務局職員（33名）
 内容：緊急時対応手順概要の周知及
びホームページやSNS等での情報発
信に必要な知識・技能の習得を目的
として実施。

○事例研修

 開催日：11月29日
 参加者：委員、事務局職員、関係省
庁職員（約80名）

 内容：日本における初めてのBSE感
染牛を確認した当時に、実際に農林
水産省で対応した職員の話を聞き、
BSE問題に関する調査検討委員会に
おいて指摘された問題点や、この問
題を受けて設置された食品安全委員
会の役割について再確認した。
その上で、現在その役割を果たせ

ているのか、足りない部分はないか、
今後我々がどのように食品安全行政
を遂行していくべきか、について議
論が行われた。

○確認訓練

 開催日：12月20日
 参加者：常勤委員、事務局職員、消
費者庁、警察庁、厚生労働省、農林
水産省

 内容：訓練は、具体的なハザード名
を含めシナリオ非提示で、テレワー
ク中等出勤していない職員もいる中
で、事案が発生してから連絡、情報
共有、資料を作成する等実践的に
行った。
なお、本訓練は消費者庁が企画の

中心となり、消費者庁、食品安全委
員会、警察庁、厚生労働省、農林水
産省の５府省庁合同で訓練を行い、
消費者安全総括官制度に基づく対応
を確認した。

実務研修 確認訓練

[本体「第７の３緊急時対応訓練の実施」ｐ17］
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17．食品の安全性の確保に関する情報の収集、整理及び活用
［本体「第８食品の安全性の確保に関する情報の収集、整理及び活用」p17］

食品安全委員会

リスク管理機関
（消費者庁、厚労省、農水省）

国際機関、
外国政府機関等

企業、国民

国衛研、食品リスク情報
関係府省担当者会議

情報収集
情報提供

情報提供
情報交換

食品安全総合情報システム
（R5.4～R6.3月登録件数：1,864件）

日報

３１
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18.国際協調の推進 [本体「第９国際協調の推進」ｐ18,19］

 海外への情報発信として、評価が終了した食品健康影響評価の要約及び海外か
らの関心も高いと思われる評価指針等の英訳を順次HPに掲載
 委員会の英文電子ジャーナル「Food Safety – The Official Journal of Food 

Safety Commission – 」を発行した。
 国際会議等（ウェブ会議システム等による開催も含む。）に出席し、国際的な
議論への貢献及び必要な情報の収集を行った。
 ９月に開催した食品安全委員会20周年記念シンポジウムでは、ＳＦＡ、ＦＤＡ、
ＥＦＳＡ、ＯＥＣＤから政府関係者や専門家を招待し、リスク評価に係る国際的
な知見及び動向について理解を深めるとともに、これらの食品安全機関等との連
携強化を図った。

＜英文電子ジャーナルの発行＞
「Food Safety – The Official Journal of Food Safety Commission – 」について、

vol.11No2、No3、No4、vol12 No1を科学技術情報発信・流通総合システムJ-
STAGEに掲載した。また、これらは、2016年3月以降に発行したバックナンバー
も含め、PubMED Central（PMC）に収載され、国内外へ広く情報発信された。

年月 イベント 参加者
2023年4月 第16回コーデックス食品汚染物質部会 事務局職員１名

5月 ＦＡＯ/ＷＨＯ 合同残留農薬専門家会議（ＪＭＰＲ）トレーニン
グコース（カナダ）

委員１名
事務局職員１名

7月 国際食品保全学会年次学会（ＩＡＦＰ）２０２３（カナダ） 委員１名
事務局職員１名

８月 第12回生命科学における動物実験代替法に関する国際会議（カナ
ダ） 委員１名

9月

レギュラトリーサイエンスに関する国際会議（ＧＳＲＳ）２０２
３（イタリア）

委員１名
事務局職員３名

ＪＭＰＲ（米国）
委員1名

事務局職員1名
ＥＵＲＯＴＯＸ２０２３（スロベニア） 事務局職員1名

10月
ニュージーランド食品基準機関ＦＳＡＮＺとの意見交換会、培養
肉製造企業訪問（オーストラリア・ニュージーランド）

委員1名
事務局職員1名

シンガポール食品庁（ＳＦＡ）主催 新規食品規制に関する座談
会（シンガポール）

委員1名
事務局職員1名

12月 国際アレルギー学会（ＷＡＣ）（タイ） 委員1名
事務局職員1名

2024年２
月 第39回ＯＥＣＤ農薬作業部会（フランス） 事務局職員1名

3月 第63回米国毒性学会（米国） 委員1名
事務局職員３名

その他
各国の食品安全に係るリスク評価・管理機関担当者がメンバーと
なっているリエゾングループ（リスクコミュニケーション
(IRCLG)、化学物質(IFCSLG)、微生物(IMFSLG）、リスク評価手
法(ILMERAC)）に参加

タイトル 著者

Acrylamide in Cooked Sprouts of Mung Bean (Vigna 
radiata)

Kazuhiro Chiku, Ai Yamada, Yui 
Shibasaki, Yoshiki Makino, Taidoh
Komatsuzaki, Mitsuru Yoshida

Multi-omics Analyses of Non-GM Tomato Scion 
Engrafted on GM Rootstocks

Takumi Ogawa, Kanae Kato, Harue 
Asuka, Yumi Sugioka, Tomofumi 
Mochizuki, Takumi Nishiuchi, Taira 
Miyahara, Hiroaki Kodama, Daisaku 
Ohta

Antimicrobial Resistant Bacteria Monitoring in Raw 
Seafood Retailed: a Pilot Study Focused on Vibrio
and Aeromonas

Akira Fukuda, Ryu Tsunashima, 
Masaru Usui

Discontinuous Translocation of a Luciferase Protein 
beyond Graft Junction in Tobacco

Taira Miyahara, Hitomi Ohkubo, 
Yukiko Umeyama, Taichi Oguchi, 
Takumi Ogawa, Daisaku Ohta, 
Tomofumi Mochizuki, Hiroaki Kodama

＜令和５年度にFood Safetyに掲載された主な論文等＞

３２

＜令和５年度に参加した国際会議等＞

８月に東京農業大学食品安全研究センターと共催で、欧州食品安全機関（ＥＦＳＡ）より専門家を招待
し、細胞性食品のリスク評価に関するワークショップを開催

６月にパラグアイ国立植物・種子品質・検疫機構（ＳＥＮＡＶＥ）の政府関係者の訪問があり、日本の
食品安全に係るリスク評価の仕組みについて紹介

８月にＥＦＳＡと定期会合を開催

＜その他令和５年度に実施した取組み＞
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